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平成30年 定例会３月 ３月７日～19日まで

平成29年度各会計補正予算については、 原案のとおり可決されました。

　歳入歳出予算に1億6,591万4千円を追加し、
総額を53億4,519万3千円としました。
〔参考〕今定例会は、補正予算の大部分が事業
実績に基づく整理予算のため、主なものを掲載
します。
■主な歳出内容
○各種基金積立金 2億4,567万円を追加
○町有林整備事業（補助） 1,569万8千円を減額
○国民健康保険特別会計繰出金
 4,863万7千円を減額
○自立支援サービス事業 1,319万5千円を減額
○後期高齢者医療費療養給付費負担金
 1,154万7千円を減額
○児童手当支給事業 668万円を減額
○畑作構造転換事業 5,000万円を追加
○道営訓子府北西地区農地整備事業
 1,066万5千円を追加
○道営訓子府高園地区農地整備事業
 849万7千円を追加
○道営訓子府川南地区農地整備事業
 2,736万4千円を追加
○車両購入事業（除雪グレーダー）
 907万円を減額
○幸栄団地整備事業 530万8千円を減額
○北見地区消防組合負担金 593万4千円を減額
○スポーツセンター建設事業 1,713万円を減額
○職員給与費 911万9千円を追加

　歳入歳出予算から945万5千円を減額し、総額
を9億7,895万4千円としました。
■主な歳出内容
○一般被保険者療養給付費
 1,765万1千円を追加
○退職被保険者等療養給付費
 496万8千円を減額
○出産育児一時金 120万円を減額
○高額医療費拠出金 858万8千円を減額
○保険財政共同安定化事業拠出金
 1,096万3千円を減額

　歳入歳出予算に550万5千円を追加し、総額を
8,156万4千円としました。
■主な歳出内容
○後期高齢者医療広域連合納付金
 557万8千円を追加

　歳入歳出予算から821万8千円を減額し、総額
を5億3,610万2千円としました。
■主な歳出内容
○特定入所者介護サービス費 90万円を減額
○介護予防・生活支援サービス事業費
 516万2千円を減額

　歳入歳出予算から500万円を減額し、総額を1
億8,452万5千円としました。
■主な歳出内容
○道道北見置戸線交通安全工事支障物件
　移設工事 249万4千円を減額
○個別排水処理浄化槽設置工事
 193万4千円を減額

　収益的支出から2029万4千円を減額し、総額
を4億3,702万円としました。
■主な歳出内容
○原水及び浄水費
　（手数料） 111万6千円を減額
　（修繕費） 232万2千円を減額
○配水及び給水費
　（修繕費） 174万円を減額
○総係費
　（給料） 316万6千円を減額
　（委託料） 200万4千円を減額
○減価償却費
　（有形固定資産減価償却費）
 105万1千円を減額
○資産減耗費
　（固定資産除却費） 118万9千円を減額

　資本的支出から2,174万8千円を減額し、総額
を8,680万9千円としました。
■主な歳出内容
○工事請負費
　（若富工区配水管移設工事）
 1,512万円を減額
　（南7線支障物件移設工事）
 1,358万4千円を減額
　（西1丁目線老朽管更新工事）
 123万2千円を追加
　（西16号線老朽管更新工事）
 572万4千円を追加

一般会計 介護保険会計

下水道会計

国保会計

後期高齢者医療会計

水道事業会計
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条
例
の
制
定
等

※
全
件
原
案
可
決

◆
町
職
員
定
数
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

定※
挙
手
採
決　

賛
成
７
名

　

反
対
１
名
（
堤
議
員
）

◆
職
員
の
育
児
休
業
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定

◆
国
民
健
康
保
険
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定

◆
訓
子
府
町
後
期
高
齢
者

医
療
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

定◆
訓
子
府
町
介
護
保
険
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定

◆
訓
子
府
町
指
定
居
宅
介

護
支
援
等
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
条
例
の
制
定

◆
訓
子
府
町
中
小
企
業
・

小
規
模
企
業
振
興
条
例
の

制
定

◆
町
道
路
線
の
廃
止
お
よ

び
認
定

◆
訓
子
府
町
議
会
基
本
条

例
の
制
定

◆
訓
子
府
町
議
会
議
員
政

治
倫
理
条
例
の
制
定

◆
訓
子
府
町
議
会
会
議
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
の
制
定

◆
訓
子
府
町
議
会
委
員
会

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定

人
事
案
件

◆
オ
ホ
ー
ツ
ク
町
村
公
平

委
員
会
委
員
の
選
任

　
　
　
　
　
　

原
案
同
意

　

奥
谷
公
敏
さ
ん
（
湧
別

町
・
再
任
）
を
選
任
す
る

こ
と
に
同
意
し
ま
し
た
。

◆
人
権
擁
護
委
員
の
推
薦

　
　
　
　
　

適
任
と
決
定

　

平
成
29
年
11
月
30
日

に
１
名
辞
任
し
た
こ
と
に

よ
り
人
権
擁
護
委
員
に
加

藤
洋
子
さ
ん
（
北
栄
・
新

任
）
を
適
任
と
決
定
し
ま

し
た
。報　

　

告

□
定
期
監
査
結
果
報
告

　
　
　
　
　
　

報
告
了
承

　

監
査
委
員
か
ら
、
平
成

29
年
度
に
実
施
し
た
定
期

監
査
の
結
果
に
つ
い
て
、

「
平
成
29
年
12
月
31
日

現
在
の
全
会
計
に
お
け
る

事
務
事
業
の
執
行
状
況
と

経
営
管
理
等
に
つ
い
て
監

査
を
実
施
し
た
結
果
、
そ

れ
ぞ
れ
の
監
査
項
目
に
つ

い
て
法
令
等
に
従
い
適
正

な
執
行
管
理
が
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
を
認
め
ま
す
」

と
の
報
告
が
あ
り
、
こ
れ

を
了
承
し
ま
し
た
。

□
出
納
検
査
結
果
報
告

　
　
　
　
　
　

報
告
了
承

　

監
査
委
員
か
ら
、
１
月

か
ら
３
月
ま
で
の
一
般
会

計
、
特
別
会
計
及
び
水
道

事
業
会
計
に
つ
い
て
例
月

出
納
検
査
を
実
施
し
た
結

果
、
出
納
事
務
は
適
法
に

行
わ
れ
、
異
状
な
い
旨
の

報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

□
専
決
処
分
の
報
告

　
　
　
　
　
　

報
告
了
承

　

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
等

解
体
工
事
に
係
る
契
約
の

軽
微
な
変
更
に
つ
い
て
報

告
が
あ
り
ま
し
た
。

町長からの行政報告（要旨）

◆ホクレンくみあい飼料㈱　粗飼料分析センター撤退について
　粗飼料分析センターの本町撤退に当たって配慮いただきたい事項を盛り込んだ要望書
を手渡し回答がありました。今後、酪農家の影響を最小限にとどめるため、きたみらい
農業協同組合や酪農関係団体とも連携をしながら必要な取り組みを進めたいとの報告が
ありました。

◆ＪＲ北海道路線見直しについて
　一昨年11月にＪＲ北海道として維持困難な３路線、３区間をバス転換へ、７路線、
９区間は赤字の一部を地域が負担する上下分離方式等により公共交通の存続を地域と協
議することが提案されました。本年の早い時期に将来を見据えた幹線交通ネットワーク
として存続するスキームを構築するため、オホーツク圏活性化期成会石北本線部会を中
心に国、北海道、ＪＲ北海道と連携し取り組むとの報告がありました。
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̶平成30年度予算審査特別委員会̶

まちづくりと財政健全化の両立・行財政の均衡に重点をおいた審査
　平成30年度予算審査特別委員会では、係長までを説明員とし、３月13日から５日間にわたり
質疑を行い、新年度の町の予算について活発な質疑が展開されました。
　質疑終了後、予算審査特別委員会から町へ次の事項について口頭で申し入れを行いました。

◆予算の執行に当たっては、第６次訓子府町総合計画および重点プロジェクトと連動した事業の展
開を求めるとともに、事前・事後の町民への周知および財政健全化にも留意することを望む。
◆農業振興においては、事業効果がしっかり得られるよう望む。また、先に向けた取り組みを考慮し
た予算の執行を望む。
◆スポーツセンター建設においては、施設の有効活用と移行に向けた最大限の努力と工夫を求める。
◆「パブリックアートによるまちづくり」の推進に当たっては、より多くの町民が参加できるような事業
展開を求める。さらに、既存のアート作品等の活用をあわせて求める。

一般会計歳入歳出の内訳

平成30年度予算

※全会一致で可決しました

総額74億7,000万円（水道会計を除く）を可決

各　会　計　予　算
会　　計　　名 予　　算　　額 収益的収入及び支出

資本的収入及び支出

水道事業会計予算

一 般 会 計
国 保 会 計
後期高齢者医療会計
介 護 保 険 会 計
下 水 道 会 計
合 計

57億5,290万円
8億8,820万円
8,990万円

5億5,300万円
1億8,600万円
74億7,000万円

１億6,663万円
１億3,761万円

1億1,379万円
1億4,433万円

収　　　入
支　　　出

収　　　入
支　　　出

歳　入

歳　出その他（労働費・予備費など）
576万円

給与費 7億
9,239万円

公債費 7億
6,882万円

教育費 18億
4,634万円 消防費 1億8,029万円

土木費 3億4,735万円

商工費 6,364万円

農林水産業費
5億1,451万円

衛生費 2億370万円
民生費
6億

7,295万円

議会費
4,933万円 総務費

3億782万円

町債
11億8,380万円

町税 5億
5,061万円

地方交付税
19億5,000万円

繰入金
7億8,373万円

その他（地方贈与税など）
3億883万円

諸収入
8,962万円

道支出金
3億412万円 国庫支出金

4億1,597万円

使用料及び手数料
1億6,622万円
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○
高
齢
者
ハ
イ
ヤ
ー
サ
ー

ビ
ス
事
業
に
つ
い
て

高
齢
者
ハ
イ
ヤ
ー
利

用
サ
ー
ビ
ス
は
４
月

か
ら
ど
の
よ
う
な
内
容
に

な
り
ま
す
か
。

今
ま
で
は
町
内
ど
こ

ま
で
行
っ
て
も
基
本

料
金
の
５
５
０
円
の
負
担

で
し
た
が
、
３
０
０
円
に

な
り
ま
す
。

相
乗
り
は
ど
う
な
り

ま
す
か
。

相
乗
り
制
度
の
中
身

は
変
わ
っ
て
い
ま
せ

ん
。
１
回
の
利
用
時
に
何

人
で
乗
っ
て
も
料
金
は

３
０
０
円
、
一
枚
の
利
用

券
で
利
用
で
き
ま
す
。

利
用
に
際
し
て
の

注
意
事
項
は
。

利
用
に
当
た
っ
て
は

事
前
に
役
場
に
申
し

込
ん
で
登
録
す
る
と
年
間

１
２
０
枚
の
利
用
券
が
配

布
さ
れ
ま
す
。

　

今
ま
で
基
本
料
金
で
の

利
用
の
方
に
は
割
引
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
今
度
か
ら

は
近
く
の
移
動
で
も
お
得

に
使
え
ま
す
。

○
も
り
の
風
運
営
費
補
助

金
に
つ
い
て

民
生
費
・
福
祉
団
体

活
動
費
助
成
「
も
り

の
風
運
営
費
補
助
金
」
で

す
が
、
こ
の
施
設
は
ど
の

よ
う
な
施
設
で
す
か
。
補

助
金
は
２
０
０
万
円
で
す

が
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
伺

い
ま
す
。

も
り
の
風
は
昨
年
５

月
に
若
葉
町
に
開
設

し
た
障
が
い
の
あ
る
方
々

の
施
設
で
す
。
入
所
20
名
、

通
所
10
名
の
定
員
で
す
が

現
在
入
所
５
名
、
通
所
６

名
と
の
こ
と
で
す
。

　

補
助
金
は
現
在
８
名
い

る
職
員
の
う
ち
、
１
名
分

の
人
件
費
相
当
で
す
。

　

現
時
点
で
は
経
営
は
苦

し
い
よ
う
で
す
が
、
数
年

か
け
て
入
所
・
通
所
人
数

を
増
や
す
予
定
で
す
。

施
設
の
安
定
的
な
運

営
の
た
め
２
０
０
万

円
を
３
年
間
助
成
す
る
と

の
こ
と
だ
が
、
今
後
補
助

金
の
増
額
の
考
え
は
。

今
後
の
状
況
を
見
て

増
額
を
含
め
検
討
し

ま
す
。

○
特
産
物
園
芸
作
物
維
持

事
業
に
つ
い
て

メ
ロ
ン
以
外
の
作
物

に
も
、
豆
、
エ
シ
ャ

ロ
ッ
ト
、
ニ
ン
ニ
ク
、
ス

イ
ー
ト
コ
ー
ン
な
ど
特
産

作
物
が
栽
培
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
ら
に
対
す
る
支
援
も

事
業
に
含
め
検
討
し
て
は

ど
う
か
。

特
産
物
の
メ
ロ
ン
は

後
世
に
つ
な
げ
て
い

く
べ
き
も
の
と
し
て
振
興

が
拡
大
し
て
い
る
こ
と
に

対
し
て
支
援
し
て
い
ま
す
。

今
後
も
増
反
が
な
け
れ
ば

具
体
的
に
詰
め
て
い
き
ま

す
。
他
の
作
物
は
、
い
ろ

い
ろ
な
取
り
組
み
が
あ
り
、

成
果
が
出
て
い
ま
す
。
Ｊ

Ａ
と
協
議
し
な
が
ら
前
に
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平成30年度予算

※全会一致で可決しました

総額74億7,000万円（水道会計を除く）を可決
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資本的収入及び支出

水道事業会計予算

一 般 会 計
国 保 会 計
後期高齢者医療会計
介 護 保 険 会 計
下 水 道 会 計
合 計

57億5,290万円
8億8,820万円
8,990万円

5億5,300万円
1億8,600万円
74億7,000万円

１億6,663万円
１億3,761万円

1億1,379万円
1億4,433万円

収　　　入
支　　　出

収　　　入
支　　　出

歳　入

歳　出その他（労働費・予備費など）
576万円

給与費 7億
9,239万円

公債費 7億
6,882万円

教育費 18億
4,634万円 消防費 1億8,029万円

土木費 3億4,735万円

商工費 6,364万円

農林水産業費
5億1,451万円

衛生費 2億370万円
民生費
6億

7,295万円

議会費
4,933万円 総務費

3億782万円

町債
11億8,380万円

町税 5億
5,061万円

地方交付税
19億5,000万円

繰入金
7億8,373万円

その他（地方贈与税など）
3億883万円

諸収入
8,962万円

道支出金
3億412万円 国庫支出金

4億1,597万円

使用料及び手数料
1億6,622万円

Ｑ

Ｑ

Ｑ

ＱＱ

Ｑ

Ａ

Ａ

Ａ Ａ

ＡＡ 予
算
質
疑
応
答

進
め
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

○
新
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

の
活
用
に
つ
い
て

新
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン

タ
ー
活
用
の
考
え
は
。

来
年
４
月
オ
ー
プ
ン

を
目
指
し
て
建
設
中

で
す
が
、
「
子
ど
も
か
ら

高
齢
者
ま
で
」
誰
も
が
気

軽
に
健
康
・
体
力
づ
く
り

が
で
き
る
施
設
と
な
る
よ

う
に
努
め
ま
す
。

　

新
た
な
機
能
と
し
て
は

「
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ー
ス
」
・

「
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー

ム
」
・
「
ス
ト
レ
ッ
チ

ル
ー
ム
」
・
「
ボ
ル
ダ
リ

ン
グ
ウ
ォ
ー
ル
」
な
ど
が

あ
り
ま
す
が
、
専
門
指
導

者
を
招
き
教
室
や
講
習
会

を
開
催
す
る
な
ど
し
、
利

用
拡
大

と
安
全

確
保
に

努
め
ま

す
。

ＱＡ
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議
会
活
性
化
の
取
り
組
み
へ
の
所
見
は

議
会
活
性
化
に
立
ち
上
が
り
敬
意
を
表
す

町
長

町
民
目
線
で
施
策
を
評
価
す
る
シ
ス
テ
ム
創
設
を

住
民
参
画
の
制
度
で
何
が
で
き
る
か
検
討

町
長

一 般 質 問
９名の議員が町長、教育長に一般質問を行いました。

長
期
的
な
見
通
し
に
立
っ
て
検
討

町
長

今
後
の
上
下
水
道
料
金
の
見
通
し
は

特
別
支
援
教
育
の
現
状
と
成
果
は

子
ど
も
の
能
力
や
可
能
性
を
伸
ば
す

教
育
長

議会用語ミニ解説
□招集□
　定例会や臨時会を開くために、町長が議員に日時・場所を定
めて集合するよう通知することをいいます。招集は町長のみ行
うことができます。
・議会のホームページにも主な議会用語を掲載しています。

http://www.town.kunneppu.hokkaido.jp/gikai/

本
町
の
安
心
・
安

全
な
水
道
水
は
、
オ
ロ
ム

シ
川
の
湧
水
と
４
か
所
の

地
下
水
を
水
源
と
し
て
い

る
。

　

町
民
に
と
っ
て
安
心
・

快
適
な
給
水
が
確
保
で
き

る
の
も
、
健
全
な
水
道
事

業
の
経
営
と
、
適
切
な
水

質
管
理
や
老
朽
化
し
た
管

路
の
計
画
的
な
更
新
が
推

進
さ
れ
て
こ
そ
と
考
え
、

本
町
の
水
道
事
業
の
現
状

と
課
題
に
つ
い
て
伺
う
。

　

「
訓
子
府
町
水
道
ビ

ジ
ョ
ン
」
策
定
後
の
老
朽

管
の
更
新
状
況
は
。

安
心
・
安
全
な
水

道
水
の
安
定
的
な
供
給
の

た
め
、
平
成
24
年
12
月
に

「
訓
子
府
町
水
道
ビ
ジ
ョ

ン
」
を
策
定
し
、
老
朽
施

設
の
計
画
的
更
新
に
つ
い

て
定
め
ま
し
た
。
管
路
施

設
の
法
定
耐
用
年
数
は
、

地
方
公
営
企
業
法
に
お
い

て
40
年
と
さ
れ
て
お
り
、

い
わ
ゆ
る
老
朽
管
は
５
万

７
，
０
６
６
ｍ
あ
り
全
体
の

31
・
65
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

老
朽
管
の
更
新
は
平
成

26
年
度
か
ら
平
成
29
年
度

ま
で
に
４
，
７
４
６
ｍ
の

更
新
を
終
え
て
お
り
、
柏

丘
南
７
線
の
道
路
改
良
工

事
に
よ
る
水
道
管
の
移
設

を
含
め
る
と
ほ
ぼ
２
倍
の

８
，
８
５
７
ｍ
の
更
新
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

今
後
の
老
朽
管
の
更
新

は
、
敷
設
年
度
の
古
い
も

の
や
漏
水
の
状
況
、
道
路

工
事
な
ど
他
の
事
業
を
考

慮
し
、
財
源
的
に
有
利
な

事
業
の
選
択
と
財
政
状
況

を
見
据
え
て
、
計
画
的
な

老
朽
管
の
更
新
を
行
っ
て

い
き
ま
す
。

今
後
の
上
下
水
道

料
金
改
定
の
見
通
し
は
。

水
道
料
金
の
改
正

に
つ
い
て
は
、
今
後
策
定

す
る
新
水
道
ビ
ジ
ョ
ン
や

経
営
戦
略
に
よ
り
、
長
期

的
な
見
通
し
に
立
っ
て
検

討
し
て
い
き
ま
す
。

　

水
道
事
業
会
計
は
、
平

成
21
年
に
従
量
料
金
を
平

均
３
・
８
％
に
値
上
げ
以

降
、
安
定
し
た
経
営
で
推

移
し
て
お
り
今
す
ぐ
に
は

料
金
の
改
正
を
行
う
段
階

に
は
な
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

低
所
得
の
方
に
対

す
る
本
町
独
自
の
減
免
措

置
の
考
え
は
。

水
道
経
営
審
議
会

や
水
道
ビ
ジ
ョ
ン
の
策
定

に
向
け
て
全
道
的
な
状
況

も
把
握
し
な
が
ら
検
討
が

必
要
に
な
る
と
思
う
が
、

現
時
点
で
は
現
状
の
ま
ま

と
考
え
て
い
ま
す
。

教
育
行
政
執
行
方

針
の
中
か
ら
、
学
校
教
育

の
中
の
「
支
援
の
継
続
」

と
し
て
、
特
別
支
援
教
育

の
現
状
と
成
果
は
。

特
別
支
援
教
育

の
現
状
で
は
、
近
年
総
体

の
人
数
は
大
き
く
変
わ
ら

な
い
も
の
の
、
児
童
生
徒

に
占
め
る
割
合
は
高
く

な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

成
果
と
し
て
は
、
「
育

ち
の
手
帳
の
見
直
し
」
に

代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
乳

幼
児
期
か
ら
幼
・
小
・
中

さ
ら
に
は
訓
子
府
高
校
ま

で
、
支
援
を
必
要
と
さ
れ

る
子
ど
も
た
ち
の
円
滑
な

接
続
や
、
発
達
段
階
に
応

じ
た
支
援
体
制
を
整
え
た

こ
と
に
よ
り
、
将
来
に
向

か
い
子
ど
も
た
ち
の
能
力

や
可
能
性
を
伸
ば
す
教
育

が
、
進
め
ら
れ
て
い
る
と

考
え
て
い
ま
す
。

西 山 議 員

西
山

西
山

西
山

町
長

町
長

教
育
長

町
長

西
山
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議
会
活
性
化
の
取
り
組
み
へ
の
所
見
は

議
会
活
性
化
に
立
ち
上
が
り
敬
意
を
表
す

町
長

町
民
目
線
で
施
策
を
評
価
す
る
シ
ス
テ
ム
創
設
を

住
民
参
画
の
制
度
で
何
が
で
き
る
か
検
討

町
長

二
元
代
表
制
に
基

づ
く
町
議
会
活
性
化
の
取

り
組
み
に
対
す
る
所
見
は
。

今
議
会
に
「
町
議

会
基
本
条
例
」
の
議
員
提

案
が
な
さ
れ
、
自
ら
立
ち

上
が
り
議
会
活
性
化
に
積

極
的
に
取
り
組
み
、
敬
意

を
表
す
る
。

議
会
活
性
化
の
柱

の
議
論
を
深
め
る
た
め
、

行
政
情
報
等
の
早
期
提
示

が
基
本
だ
が
、
現
状
と
今

後
の
対
応
は
。

予
算
や
政
策
提
案

は
事
前
に
示
し
て
お
り
、

引
き
続
き
配
慮
す
る
。

議
会
活
性
化
の
推

進
に
必
要
な
議
会
事
務
局

体
制
の
整
備
や
議
会
予
算

の
認
識
は
。

行
財
政
は
限
ら
れ

た
人
材
と
予
算
で
運
営
し

て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
バ

ラ
ン
ス
に
配
慮
し
て
い
る
。

「
自
治
基
本
条
例

制
定
」
の
現
状
と
今
後
の

予
定
は
。町

の
施
策
や
事
業

の
決
定
と
推
進
に
つ
い
て
、

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
事
業

を
例
に
発
案
か
ら
決
定
ま

で
の
自
己
反
省
や
評
価
は
。

平
成
26
年
の
耐
震

診
断
結
果
に
よ
り
倒
壊
の

危
険
性
か
ら
、
３
期
目
マ

ニ
フ
ェ
ス
ト
に
早
期
建
て

替
え
を
掲
げ
た
。
28
年
２

月
か
ら
町
内
会
・
実
践
会

へ
基
本
構
想
等
の
説
明
を

就
任
以
来
、
町
づ

く
り
基
本
条
例
制
定
を
目

標
に
掲
げ
、
ま
ち
づ
く
り

推
進
会
議
内
に
住
民
参
画

検
討
部
会
を
設
け
、
職
員

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
で
も

検
討
中
だ
。

し
た
。
28
年
度
に
基
本
計

画
３
案
提
示
、
今
年
度
実

施
設
計
、
解
体
工
事
を
実

施
し
、
建
設
費
の
予
算
化

に
進
ん
だ
。

　

こ
の
間
町
民
説
明
は
延

べ
で
人
口
の
３
割
を
超
え
、

丁
寧
な
説
明
が
で
き
た
と

考
え
て
い
る
。

人
口
減
、
少
子
高

齢
化
が
進
む
中
で
大
型
事

業
が
続
き
、
日
常
生
活
に

身
近
な
施
策
を
求
め
る
町

民
が
抱
く
違
和
感
、
心
配

を
ど
う
払
し
ょ
く
す
る
か
。

町
政
執
行
方
針
の

「
身
近
な
生
活
課
題
に
向

き
合
っ
た
町
政
」「
町
の
将

来
へ
と
つ
な
が
る
町
政
」

「
町
民
が
主
役
の
町
づ
く

り
」
を
推
進
し
、
町
民
の

声
に
耳
を
傾
け
て
い
く
。

今
の
町
政
は
多
く

の
施
策
を
実
施
し
個
々
の

戦
術
は
あ
る
が
、
人
口
流

入
を
図
り
町
民
の
経
済
と

生
活
を
画
期
的
に
活
性
化

す
る
大
局
観
、
戦
略
が
弱

い
と
感
じ
る
が
見
解
は
。

議
員
か
ら
は
過
去

の
一
般
質
問
で
町
の

キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
を
含

め
多
く
の
意
見
が
あ
っ
た
。

　

私
の
原
点
は
基
盤
の
農

業
を
し
っ
か
り
支
え
発
展

さ
せ
、
福
祉
・
教
育
を
充

実
さ
せ
る
こ
と
。

　

議
員
か
ら
も
内
向
き
と

の
指
摘
が
あ
る
が
、
人
口

流
入
に
向
け
て
も
準
備
、

検
討
を
進
め
た
い
。

農
業
の
振
興
は
、

大
事
で
賛
成
だ
が
人
口
増

に
つ
な
が
ら
な
い
。

　

転
入
者
を
増
や
す
政
策

こ
そ
が
町
の
力
を
つ
け
産

業
を
強
く
し
人
々
の
活
力

や
生
活
の
安
定
に
つ
な
が

る
こ
と
か
ら
人
口
政
策
が

先
だ
と
思
う
。

　

執
行
方
針
の
「
地
域
資

源
の
利
活
用
」
な
ど
は
長

い
間
や
っ
て
き
た
い
ろ
い

ろ
な
事
業
で
な
い
の
か
。

こ
れ
ら
を
統
合
的
に
パ
ッ

ケ
ー
ジ
に
し
「
子
育
て
教

育
の
町
宣
言
」
し
て
町
を

発
信
す
べ
き
だ
。

課
題
や
進
め
て
き

た
施
策
を
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に

し
、
標
語
づ
く
り
な
ど
も

含
め
そ
の
と
お
り
だ
と
思

う
。
次
の
ス
テ
ッ
プ
に
進

む
時
期
か
と
思
う
。

限
ら
れ
た
財
源
を

有
効
か
つ
平
等
に
使
う
政

策
を
展
開
す
る
た
め
、
町

民
目
線
で
評
価
す
る
シ
ス

テ
ム
の
創
設
が
必
要
と
考

え
る
が
認
識
は
。

行
政
評
価
は
各
種

審
議
会
等
で
実
施
し
て
い

る
。
27
年
度
制
定
の
「
ま

ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生

総
合
戦
略
」
で
は
産
業
界

代
表
な
ど
で
有
識
者
会
議

を
組
織
し
、
計
画
、
実
施
、

評
価
、
改
善
を
行
っ
て
い

る
。「
町
民
主
役
の
ま
ち

づ
く
り
」
に
向
け
た
仕
組

み
の
検
討
が
必
要
と
感
じ

て
い
る
。直

接
町
民
の
声
が

平
等
に
自
由
に
届
く
仕
組

み
、
１
、
２
年
に
一
度
、

ア
ン
ケ
ー
ト
の
よ
う
な
こ

と
は
で
き
な
い
か
。
町
長

の
言
う
「
町
民
主
役
の
ま

ち
づ
く
り
」
の
完
結
編
に

な
る
と
思
う
が
。

評
価
制
度
と
い
う

よ
り
、
住
民
参
画
の
制
度

を
位
置
付
け
る
べ
き
で
は

な
い
か
。
町
内
会
・
実
践

会
等
の
声
を
吸
い
上
げ
て

評
価
い
た
だ
け
る
仕
組
み

が
で
き
た
ら
と
思
う
。
今

後
を
見
定
め
て
も
ら
い
た

い
。

一 般 質 問
９名の議員が町長、教育長に一般質問を行いました。

長
期
的
な
見
通
し
に
立
っ
て
検
討

町
長

今
後
の
上
下
水
道
料
金
の
見
通
し
は

特
別
支
援
教
育
の
現
状
と
成
果
は

子
ど
も
の
能
力
や
可
能
性
を
伸
ば
す

教
育
長

議会用語ミニ解説
□招集□
　定例会や臨時会を開くために、町長が議員に日時・場所を定
めて集合するよう通知することをいいます。招集は町長のみ行
うことができます。
・議会のホームページにも主な議会用語を掲載しています。

http://www.town.kunneppu.hokkaido.jp/gikai/

山 田 議 員

山
田

山
田

山
田

町
長

町
長

町
長

町
長

町
長

町
長

町
長

山
田

町
長

山
田

町
長

山
田

山
田

山
田

町
長

山
田

山
田
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受
動
喫
煙
対
策
は
適
切
な
対
応
を

町
長

本
町
の
受
動
喫
煙
防
止
対
策
は

本
町
の
入
札
制
度
は

本
町
は
１
０
０
％
指
名
競
争
入
札

町
長

相
談
体
制
を
整
え
支
援
に
努
め
る

町
長

障
が
い
者
福
祉
の
考
え
方
は新

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の
気
軽
に
楽
し
め
る
活
用
は

世
代
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
事
業
展
開
を

教
育
長

議会を傍聴してみませんか
平成30年第２回定例会は６月中旬に開催する予定です。
議会中の議場（役場２階）の様子は役場１階町民ホールのテレビでも放映して
います。 議会傍聴に関するお問い合わせは、議会事務局　 ４７－２１８４へ。

第１回定例会は、21名の傍聴がありました。

公
共
施
設
の
禁
煙
、

分
煙
対
策
は
ど
う
な
っ
て

い
る
か
。
ま
た
法
制
化
が

予
定
さ
れ
る
「
受
動
喫
煙

対
策
を
強
化
す
る
健
康
増

進
法
改
正
」
案
に
つ
い
て

の
考
え
を
伺
い
ま
す
。

小
・
中
学
校
等
教

育
施
設
は
敷
地
内
、
建
物

内
と
も
禁
煙
と
な
っ
て
お

り
、
公
民
館
、
ス
ポ
ー
ツ

セ
ン
タ
ー
、
総
合
福
祉
セ

ン
タ
ー
等
は
建
物
内
禁
煙

で
す
。
屋
内
ゲ
ー
ト
ボ
ー

ル
場
、
役
場
庁
舎
は
喫
煙

室
を
除
き
建
物
内
禁
煙
の

分
煙
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
「
受
動
喫
煙
対
策
を
強

化
す
る
健
康
増
進
法
改

正
」
は
、
屋
内
に
お
い
て

「
受
動
喫
煙
を
な
く
す
」

こ
と
「
受
動
喫
煙
に
よ
る

健
康
影
響
が
大
き
い
子
ど

も
、
患
者
等
に
特
に
配
慮

す
る
」
こ
と
、「
施
設
の

類
型
・
場
所
ご
と
に
対
策

を
実
施
す
る
」
こ
と
の
３

点
を
基
本
的
な
考
え
方
と

し
て
お
り
、
本
日
閣
議
決

定
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

情
報
で
は
２
０
２
０
年

４
月
に
施
行
さ
れ
、
医
療

施
設
、
小
中
高
、
大
学
等

や
行
政
機
関
は
原
則
敷
地

内
禁
煙
と
さ
れ
て
お
り
、

屋
外
で
受
動
喫
煙
を
防
止

す
る
た
め
必
要
な
措
置
が

取
ら
れ
た
場
所
に
喫
煙
所

の
設
置
を
認
め
る
な
ど
の

内
容
と
聞
い
て
お
り
、
本

町
が
管
理
す
る
施
設
は
改

正
さ
れ
る
予
定
の
法
令
に

基
づ
き
、
受
動
喫
煙
対
策

等
に
適
切
な
対
応
を
し
て

い
き
ま
す
。

公
民
館
出
入
り
口

の
灰
皿
設
置
や
、
ス
ポ
ー

ツ
セ
ン
タ
ー
竣
工
後
の
喫

煙
場
所
に
つ
い
て
は
ど
う

で
す
か
。公

民
館
は
館
内
禁

煙
で
す
が
、
タ
バ
コ
を
吸

わ
れ
る
方
も
お
り
屋
根
の

な
い
所
で
の
喫
煙
は
厳
し

い
と
の
意
見
で
灰
皿
を
置

い
て
い
ま
す
が
、
今
後
対

策
を
取
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
に
は

喫
煙
所
を
設
け
て
い
な
い

の
で
、
今
後
対
策
を
考
え

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

置
戸
町
で
は
数
年

前
か
ら
禁
煙
に
つ
い
て
検

討
し
て
お
り
、
昨
年
末
に

は
職
員
の
勤
務
中
の
禁
煙

を
決
め
、
町
民
に
施
設
禁

煙
へ
の
理
解
を
求
め
対
応

を
し
て
い
る
と
聞
い
て
い

ま
す
。
訓
子
府
町
も
、
も

う
少
し
踏
み
込
ん
だ
受
動

喫
煙
防
止
対
策
に
取
り
組

む
べ
き
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
が
。

今
回
の
受
動
喫
煙

対
策
法
案
は
、
禁
煙
法
で

は
な
く
観
点
が
違
い
ま
す
。

喫
煙
す
る
方
に
も
配
慮
し

た
法
改
正
と
聞
い
て
い
ま

す
の
で
、
喫
煙
者
を
無
視

し
た
対
策
を
取
る
べ
き
な

本
町
の
競
争
入
札

と
随
意
契
約
の
状
況
と
、

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
建
設

工
事
の
特
定
建
設
工
事
共

同
企
業
体
に
よ
る
指
名
競

争
入
札
を
一
例
と
し
て
、

入
札
の
事
務
の
流
れ
に
つ

い
て
伺
い
ま
す
。

本
町
は
、
一
般
競

争
入
札
は
導
入
し
て
お
ら

ず
、
指
名
競
争
入
札
が

１
０
０
％
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

随
意
契
約
が
で
き
る
理

由
に
つ
い
て
は
、
町
財
務

規
則
に
規
定
す
る
額
を
超

え
な
い
も
の
の
ほ
か
、
性

質
や
目
的
が
競
争
入
札
に

適
さ
な
い
も
の
な
ど
が
該

当
し
ま
す
。
ま
た
随
意
契

約
の
内
容
は
、
消
耗
品
の

購
入
や
軽
微
な
修
繕
工
事

な
ど
件
数
は
非
常
に
多
い

状
況
で
す
。

　

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
建

設
工
事
入
札
で
は
、
町
内

大
型
工
事
受
注
経
験
の
あ

る
業
者
５
社
を
特
定
建
設

の
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ

と
は
こ
れ
か
ら
検
討
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

工
事
共
同
企
業
体
の
代
表

に
選
定
し
、
予
備
指
名
を

行
い
ま
し
た
。
共
同
企
業

体
の
結
成
に
当
た
っ
て
は

２
社
以
上
４
社
以
内
で
、

許
可
業
種
が
建
築
に
属
し
、

町
内
に
主
た
る
営
業
所
を

有
す
る
者
。
ま
た
そ
れ
が

無
理
な
場
合
は
、
置
戸
町

次
に
北
見
市
内
に
主
た
る

営
業
所
を
有
す
る
者
と
の

組
み
合
わ
せ
に
す
る
こ
と

を
条
件
に
付
し
ま
し
た
。

　

５
社
か
ら
入
札
参
加
申

請
が
あ
り
、
指
名
委
員
会

で
資
格
審
査
を
行
い
登
録

を
し
、
そ
の
後
は
通
常
の

指
名
競
争
入
札
と
同
様
の

流
れ
と
な
り
ま
す
。

特
定
建
設
工
事
共

同
企
業
体
運
用
基
準
で
共

同
企
業
体
構
成
員
は
町
内

業
者
１
社
以
上
を
含
む
４

社
以
内
と
す
る
目
的
は
。

地
元
企
業
の
育
成

を
含
め
、
町
内
業
者
の
受

注
機
会
の
確
保
と
い
う
観

点
で
条
件
を
付
し
て
い
ま

す
。

堤 議 員

　

堤町
長

町
長

　

堤
　

堤

町
長

　

堤町
長

　

堤町
長
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受
動
喫
煙
対
策
は
適
切
な
対
応
を

町
長

本
町
の
受
動
喫
煙
防
止
対
策
は

本
町
の
入
札
制
度
は

本
町
は
１
０
０
％
指
名
競
争
入
札

町
長

相
談
体
制
を
整
え
支
援
に
努
め
る

町
長

障
が
い
者
福
祉
の
考
え
方
は新

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の
気
軽
に
楽
し
め
る
活
用
は

世
代
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
事
業
展
開
を

教
育
長

議会を傍聴してみませんか
平成30年第２回定例会は６月中旬に開催する予定です。
議会中の議場（役場２階）の様子は役場１階町民ホールのテレビでも放映して
います。 議会傍聴に関するお問い合わせは、議会事務局　 ４７－２１８４へ。

第１回定例会は、21名の傍聴がありました。

　

役
場
に
来
ら
れ
な
い
場

合
、
電
話
に
よ
り
訪
問
も

し
ま
す
。

　

役
場
以
外
で
も
保
健
所

や
児
童
相
談
所
、
町
内
で

も
身
体
障
害
者
相
談
員
お

よ
び
知
的
障
害
者
相
談
員

が
お
り
、
ま
た
民
生
児
童

委
員
が
相
談
を
町
に
つ
な
げ

る
こ
と
も
で
き
る
な
ど
相

談
体
制
を
整
え
て
い
ま
す
。

第
６
次
総
合
計
画

の
中
の
障
が
い
者
福
祉
の

中
で
「
自
主
活
動
な
ど
を

通
じ
た
社
会
参
加
の
促
進

を
図
る
」
と
あ
り
ま
す
が

ど
の
よ
う
に
進
め
ま
す
か
。

自
主
活
動
に
つ
い

て
は
、
す
べ
て
を
把
握
し

て
い
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
相
談
が
あ
っ
た
場

合
は
、
目
的
を
達
成
で
き

る
よ
う
支
援
に
努
め
て
い

き
ま
す
。昨

年
、
町
も
建
設

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

建
設
工
事
が
平
成
31
年
４

月
の
オ
ー
プ
ン
に
向
け
て

着
々
と
進
ん
で
い
ま
す
。

　

建
設
に
至
る
ま
で
に
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
あ
り

町
民
の
関
心
も
高
ま
っ
て

い
ま
す
。
町
民
の
期
待
に

応
え
た
施
設
に
す
る
た
め

に
も
オ
ー
プ
ン
に
向
け
た

準
備
が
大
切
で
す
。

費
を
補
助
し
て
５
月
に

オ
ー
プ
ン
し
た
障
が
い
者

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
「
も
り
の

風
」
が
１
年
経
過
し
よ
う

と
し
て
い
ま
す
。
新
年
度

予
算
に
運
営
費
補
助
金

２
０
０
万
円
が
盛
り
込
ま

れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
理

由
と
今
後
に
つ
い
て
ど
の

　

「
子
ど
も
か
ら
高
齢
者

ま
で
」
誰
も
が
気
軽
に
利

用
で
き
親
し
め
る
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
に
合
っ
た
選
べ

る
メ
ニ
ュ
ー
も
必
要
か
と

思
い
ま
す
が
ど
の
よ
う
に

考
え
て
い
ま
す
か
。

新
し
い
機
能
を

活
用
し
「
ラ
ン
ニ
ン
グ

コ
ー
ス
」
で
は
世
代
に
応

じ
た
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
教
室

よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
か
。

オ
ー
プ
ン
か
ら
１

年
が
た
と
う
と
し
て
い
ま

す
が
、
20
人
定
員
の
グ
ル
ー

プ
ホ
ー
ム
に
５
人
、
10
人

定
員
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に

６
人
利
用
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
施
設
の
多

く
は
、
オ
ー
プ
ン
し
て
し

ば
ら
く
は
満
室
に
な
る
こ

と
が
少
な
く
、
３
、
４
年

は
様
子
を
見
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
今
後
の
運
営
に
つ

い
て
協
議
を
重
ね
ま
す
。

の
開
催
、
「
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
ル
ー
ム
」
で
は
新
し
い

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
機
器
を
設

置
し
、
専
門
指
導
員
を
招

き
体
力
づ
く
り
教
室
、

「
ス
ト
レ
ッ
チ
ル
ー
ム
」

で
は
健
康
教
室
な
ど
施
設

の
特
徴
を
生
か
し
た
事
業

を
取
り
入
れ
、
よ
り
幅
広

い
世
代
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ

た
事
業
を
展
開
し
ま
す
。

ボ
ル
ダ
リ
ン
グ
ウ

ォ
ー
ル
が
で
き
る
が
、
指

導
者
や
安
全
確
保
に
向
け

た
考
え
は
。今

回
新
た
に
設

置
す
る
の
で
、
初
め
て
体

験
す
る
方
が
ほ
と
ん
ど
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
安
全
面

に
十
分
配
慮
し
、
安
全

マ
ッ
ト
設
置
、
専
門
指
導

者
の
講
習
会
を
開
催
す
る

な
ど
競
技
方
法
や
安
全
確

保
に
つ
い
て
受
講
い
た
だ

く
と
と
も
に
、
利
用
者
の

拡
大
を
図
り
ま
す
。

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ

レ
モ
ニ
ー
の
考
え
は
。

本
体
工
事
は
来

年
３
月
完
成
予
定
と
な
っ

て
お
り
３
月
末
に
予
定
し

て
い
ま
す
。

利
用
料
を
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
ま
す
か
。

こ
れ
ま
で
の
利

用
料
を
基
本
と
し
、
他
の

公
共
施
設
の
利
用
料
と
の

バ
ラ
ン
ス
も
考
慮
し
検
討

し
て
い
き
ま
す
。

障
が
い
が
あ
っ
て

も
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で

安
心
し
て
生
活
し
て
い
く

た
め
に
は
、
生
涯
を
通
じ

て
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
で
き
る
こ
と
が
必
要
で

す
。
次
の
点
に
つ
い
て
伺

い
ま
す
。

　

困
っ
て
い
る
人
へ
の
相

談
支
援
体
制
は
ど
の
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
か
。

障
が
い
の
あ
る
人

と
家
庭
や
保
護
者
か
ら
、

担
当
者
や
保
健
師
が
ま
ず

そ
の
状
態
や
何
に
困
っ
て

い
る
か
を
聞
き
取
り
、
各

種
手
帳
の
申
請
や
サ
ー
ビ

ス
に
つ
い
て
説
明
し
、
適

切
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に

つ
な
げ
て
い
ま
す
。

河 端 議 員

河
端

町
長

町
長

河
端

河
端

河
端

町
長

河
端

教
育
長

教
育
長

河
端

教
育
長

河
端

教
育
長
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企
業
誘
致
で
人
口
を
増
や
す
時
代
で
は
な
い

町
長

企
業
誘
致
に
よ
る
町
の
人
口
増
対
策
は

一般質問の記事掲載について

一般質問の記事については、一質問者につき２問までを掲載し、内容を要約しています。
その他の質問事項や詳しい内容については、会議録をご覧ください。
会議録は図書館に備えつけてあります。町のホームページ（http://www.town.kunneppu.hokkaido.jp/gikai/）
にも掲載しております。

※
余
湖
議
員
は
こ
の

ほ
か
に
「
本
町
物
産

の
展
示
・
販
売
に
つ

い
て
」
の
質
問
を
し

ま
し
た
。

町
有
林
・
民
有
林
の
管
理
は
森
林
組
合
協
力
の
下
で

町
長

森
林
環
境
税
の
導
入
と
森
林
の
保
全
・
整
備
は

「議会だより」についてご意見をお寄せください。
　議会に対するご意見や、議会だよりを見て感じたことなど
どんなことでも結構です。
　どうぞ議会事務局までご意見をお寄せください。

47-2184・FAX47-2600 gikai@town.kunneppu.hokkaido.jp

森
林
の
整
備
は
、

地
球
温
暖
化
防
止
対
策
や

土
砂
災
害
の
防
止
対
策
と

し
て
重
要
で
す
。
整
備
財

源
と
し
て
「
森
林
環
境
税
」

の
導
入
が
予
定
さ
れ
て
い

ま
す
。
訓
子
府
町
の
森
林

保
全
整
備
管
理
の
現
状
認

識
と
「
森
林
環
境
税
」
の

導
入
時
の
対
応
に
つ
い
て

伺
い
ま
す
。

森
林
調
査
簿
と
固

定
資
産
台
帳
に
よ
り
本
町

の
森
林
面
積
は
道
有
林
６
，

０
３
５
ha
、
町
有
林
８
３

６
ha
、
民
有
林
２
，
３
９

８
ha
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

森
林
管
理
は
北
海
道
や

訓
子
府
町
お
よ
び
一
般
民

有
林
か
ら
委
託
を
受
け
た

森
林
組
合
が
造
林
事
業
を

実
施
す
る
な
ど
適
正
管
理

に
努
め
て
い
ま
す
が
、
民

有
林
は
所
有
者
が
管
理
し

て
お
り
、
伐
採
後
４
年
を

経
過
し
植
林
さ
れ
て
い
な

い
人
工
伐
採
跡
地
が
88

ha
あ
り
、
適
切
な
再
造
林

が
課
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

再
造
林
が
進
ま
な
い
理
由

は
、
林
業
事
業
体
の
作
業

員
不
足
、
苗
木
不
足
と
と

も
に
多
く
は
森
林
所
有
者

の
資
金
面
に
問
題
が
あ
り
、

そ
の
た
め
民
有
林
振
興
補

助
金
に
よ
り
再
造
林
の
支

援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

「
森
林
環
境
税
」
の
対

応
に
つ
い
て
は
、
平
成
31

年
度
の
税
制
改
正
で
創
設

し
、
36
年
度
か
ら
国
民
一

人
当
た
り
１
千
円
を
徴
収

す
る
こ
と
で
進
め
て
い
ま

す
。
制
度
の
内
容
が
具
体

的
に
示
さ
れ
た
段
階
で
適

切
な
対
応
を
し
て
い
き
ま

す
。

訓
子
府
町
の
森
林

認
証
制
度
Ｓ
Ｇ
Ｅ
Ｃ
加
入

状
況
と
認
証
経
費
は
ど
の

程
度
か
か
る
の
か
。
ま
た

認
証
制
度
の
効
果
や
活
用

に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

森
林
認
証
制
度
の

加
入
状
況
に
つ
い
て
は
、

町
有
林
は
平
成
27
年
に
Ｓ

Ｇ
Ｅ
Ｃ
の
認
証
を
受
け
、

道
有
林
は
オ
ホ
ー
ツ
ク
圏

域
に
お
い
て
認
証
を
受
け

て
い
ま
す
。
本
町
民
有
林

に
つ
い
て
は
、
認
証
を
受

け
て
い
る
森
林
は
２
２
０

ha
あ
り
ま
す
。
認
証
に
関

し
て
毎
年
の
書
類
審
査
お

よ
び
現
地
審
査
が
あ
り
、

審
査
業
務
の
委
託
料
と
し

て
30
万
円
を
支
出
し
て
い

ま
す
。

森
林
認
証
制
度
を

受
け
て
、
本
町
施
設
整
備

事
業
に
お
い
て
認
証
材
利

用
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

こ
ど
も
園
が
町
有

林
材
２
，
０
０
０
本
を
伐

採
、
集
成
加
工
し
利
用
し

ま
し
た
。
こ
れ
は
、
日
本

照
明
学
会
普
及
奨
励
賞
、

林
野
庁
長
官
賞
、
北
海
道

赤
レ
ン
ガ
建
築
賞
な
ど
木

材
建
築
と
し
て
高
い
評
価

を
受
け
て
い
ま
す
。
こ
ど

も
園
建
設
時
に
は
、
補
助

金
制
度
が
確
立
さ
れ
４
億

数
千
万
円
の
補
助
金
を
活

用
し
ま
し
た
。
今
、
森
林

材
を
使
う
建
築
物
に
対
す

る
補
助
金
・
基
金
が
全
く

な
い
状
況
で
あ
り
、
ス

ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
も
町
有

林
等
の
使
用
も
検
討
し
た

が
財
源
的
に
も
厳
し
く
断

念
し
た
状
況
で
す
。
先
般

赤
レ
ン
ガ
賞
の
懇
談
会
の

と
き
に
副
知
事
お
よ
び
関

係
職
員
に
行
政
的
に
森
林

利
用
推
進
を
図
る
た
め
に

は
、
国
を
挙
げ
て
補
助
制

度
や
税
優
遇
等
も
含
め
て

進
め
る
べ
き
と
申
し
入
れ

を
し
ま
し
た
。
ま
だ
多
く

の
課
題
が
あ
り
ま
す
。

「
森
林
の
保
全
と

整
備
」
は
防
災
機
能
、
国

土
保
全
機
能
、
水
源
涵か

ん
よ
う養

機
能
を
大
切
に
、
森
林
を

育
て
る
こ
と
が
必
要
と
考

え
ま
す
が
、
そ
の
考
え
を

伺
い
ま
す
。

「
森
林
環
境
税
」

を
契
機
と
し
て
町
有
林
だ

け
で
は
な
く
民
有
林
も
含

め
適
切
な
管
理
が
で
き
る

よ
う
に
森
林
組
合
と
も
協

力
し
な
が
ら
作
る
こ
と
が

第
一
点
で
、
ま
た
数
年
後

に
具
体
的
に
な
る
森
林
環

境
税
を
有
効
に
使
う
こ
と

が
二
点
目
と
考
え
て
い
ま

す
。
森
林
認
証
評
価
の
高

さ
を
森
林
行
政
全
体
を
前

に
進
め
る
た
め
、
ま
た
森

林
の
審
議
会
の
意
見
に
あ

る
よ
う
に
職
員
を
育
て
、

ど
の
よ
う
な
位
置
付
け
を

す
る
の
か
課
題
に
つ
い
て

早
急
に
結
論
を
出
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

須 河 議 員

須
河

町
長

須
河

町
長

須
河

町
長

須
河

町
長
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企
業
誘
致
で
人
口
を
増
や
す
時
代
で
は
な
い

町
長

企
業
誘
致
に
よ
る
町
の
人
口
増
対
策
は

一般質問の記事掲載について

一般質問の記事については、一質問者につき２問までを掲載し、内容を要約しています。
その他の質問事項や詳しい内容については、会議録をご覧ください。
会議録は図書館に備えつけてあります。町のホームページ（http://www.town.kunneppu.hokkaido.jp/gikai/）
にも掲載しております。

※
余
湖
議
員
は
こ
の

ほ
か
に
「
本
町
物
産

の
展
示
・
販
売
に
つ

い
て
」
の
質
問
を
し

ま
し
た
。

町
政
執
行
方
針
の

中
に
企
業
立
地
に
関
し
て

は
、
「
基
金
貸
付
事
業
と

利
子
補
給
、
町
内
企
業
と

の
交
流
な
ど
に
よ
り
、
企

業
の
存
置
対
策
に
も
取
り

組
ん
で
い
く
」
と
し
か
な

い
が
今
後
の
企
業
誘
致
へ

の
具
体
的
な
考
え
は
。

企
業
誘
致
に
よ
る

人
口
増
は
今
ま
で
も
多
く

の
課
題
が
あ
る
こ
と
を
答

弁
し
て
い
ま
す
が
、
地
域

の
労
働
力
や
地
元
の
産
業

と
の
連
携
を
生
む
よ
う
な

誘
致
タ
ー
ゲ
ッ
ト
、
業
況

の
持
続
性
な
ど
今
の
経
済

状
況
を
考
え
る
と
非
常
に

難
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

し
か
し
諦
め
る
こ
と
な
く

既
存
企
業
な
ど
と
も
に
情

報
交
換
を
通
じ
な
が
ら
協

力
体
制
を
築
い
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

訓
子
府
町
の
企
業

誘
致
に
対
し
て
の
施
策
は
。

企
業
が
来
た
場
合

の
特
典
と
し
て
は
融
資
制

度
の
対
応
、
内
容
に
よ
っ

て
は
町
か
ら
の
補
助
金
の

検
討
と
な
っ
て
い
ま
す
。

企
業
誘
致
に
関
し

て
は
、
今
ま
で
も
質
問
が

あ
り
、
町
長
も
「
今
ま
で

い
ろ
い
ろ
や
っ
て
き
た
が

大
変
で
難
し
い
状
況
に
あ

る
」
と
の
返
答
が
あ
っ
た
。

大
変
な
の
は
わ
か
る
が
企

業
誘
致
す
る
気
が
あ
る
の

か
な
い
の
か
。

諦
め
る
こ
と
な
く

可
能
性
の
あ
る
場
合
は
積

極
的
に
進
め
ま
す
。

執
行
方
針
の
中
で

こ
れ
だ
け
の
内
容
し
か
な

い
。
来
る
企
業
に
対
し
て

の
特
典
も
少
な
い
。

　

こ
れ
で
は
、
訓
子
府
町

は
企
業
誘
致
に
対
す
る
窓

口
も
な
い
よ
う
に
感
じ
る

が
。

窓
口
は
、
最
初
は

企
画
財
政
課
、
い
ざ
来
る

と
な
る
と
農
林
商
工
課
と

い
う
の
が
事
務
分
掌
的
に

は
そ
う
い
う
状
況
で
す
。

　

近
年
の
状
況
を
見
ま
す

と
関
係
性
を
持
っ
て
進
出

し
て
来
る
こ
と
が
多
く
、

従
来
型
の
誘
致
と
は
違
っ

て
き
て
い
ま
す
。

企
業
誘
致
も
望
む

な
ら
、
条
件
や
特
典
を

持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
そ
の
気
持
ち
が
あ
る

な
ら
条
件
の
提
示
が
必
要

で
は
な
い
か
。

私
の
中
に
迷
い
が

あ
り
ま
す
。
も
う
そ
ろ
そ

ろ
止
め
た
方
が
い
い
の
で

は
な
い
か
、
町
に
企
業
を

誘
致
し
て
町
の
人
口
を
増

や
し
て
い
く
時
代
で
は
も

う
な
く
な
っ
て
い
る
と
い

う
迷
い
で
す
。

　

し
か
し
旗
は
降
ろ
さ
な

い
。
税
制
や
土
地
の
区
画

に
つ
い
て
積
極
的
に
や
っ

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
は
指
摘
の
と
お
り

で
す
。

人
口
対
策
の
一
つ

と
し
て
以
前
行
っ
た
「
あ

け
ぼ
の
団
地
」
「
あ
さ
ひ

野
団
地
」
の
現
状
と
効
果

は
。

二
つ
の
団
地
合
わ

せ
て
52
区
画
を
分
譲
し
、

町
外
か
ら
40
件
の
方
が
購

入
さ
れ
、
平
成
18
年
に
全

区
画
の
住
宅
建
設
が
完
了
、

現
在
に
至
る
ま
で
15
件
の
出

入
り
が
あ
り
、
入
居
者
数
は

現
在
１
４
２
人
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

人
口
減
少
の
緩
和
や
固

定
資
産
税
を
は
じ
め
と
し

た
町
税
の
増
額
の
ほ
か
、

ま
ち
づ
く
り
活
動
、
地
域

活
動
や
消
費
購
買
力
の
増

加
な
ど
の
効
果
が
あ
る
と

感
じ
て
い
ま
す
。

宅
地
分
譲
を
し
て

子
育
て
世
代
と
と
も
に
将

来
あ
る
子
ど
も
た
ち
と
一

緒
に
人
口
流
入
を
図
る
考

え
は
。

今
の
情
勢
か
ら
考

え
て
子
育
て
世
代
の
宅
地

分
譲
を
や
る
こ
と
に
対
し

て
は
慎
重
を
期
し
て
い
ま

す
の
で
、
今
の
段
階
で
即

答
は
で
き
ま
せ
ん
。

そ
う
い
う
方
策
に

つ
い
て
は
ど
う
思
う
か
。

今
は
当
時
と
状
況

が
違
い
ま
す
か
ら
慎
重
に

な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
が

本
当
の
と
こ
ろ
で
す
が
、

決
し
て
無
駄
な
こ
と
で
は

な
い
こ
と
も
事
実
で
す
か

ら
見
極
め
た
い
。

町
有
林
・
民
有
林
の
管
理
は
森
林
組
合
協
力
の
下
で

町
長

森
林
環
境
税
の
導
入
と
森
林
の
保
全
・
整
備
は

「議会だより」についてご意見をお寄せください。
　議会に対するご意見や、議会だよりを見て感じたことなど
どんなことでも結構です。
　どうぞ議会事務局までご意見をお寄せください。

47-2184・FAX47-2600 gikai@town.kunneppu.hokkaido.jp

余 湖 議 員

余
湖

町
長

余
湖

町
長

余
湖

町
長

余
湖

町
長

余
湖

町
長

余
湖

町
長

余
湖

町
長

余
湖

町
長
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持
続
的
で
安
定
的
な
財
政
運
営
を
目
指
し
た
い

町
長

今
後
の
本
町
の
財
政
見
通
し
は

※
西
森
議
員
は
こ
の

他
に
「
生
ご
み
堆
肥

の
還
元
方
法
に
つ
い

て
」
の
質
問
を
し
ま

し
た
。

請願、陳情される方へ

　国や道、町などに意見や要望がある場合は、どなたでも請願書や陳

情書を議会に提出することができます。

　請願書や陳情書を提出される方は、書式例を町のホームページに掲

載しておりますので、参考に作成してください。

　分からないことがありましたら、議会事務局までお気軽にご相談

ください。

（http://www.town.kunneppu.hokkaido.jp/gikai/seigan.html）

議会事務局☎４７-２１８４へ

意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
の
協
議
機
関
を
設
置

町
長

振
興
条
例
を
生
か
す
た
め
の
考
え
は

町
の
魅
力
づ
く
り
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
考
え
は

本
町
農
業
の
可
能
性
を
町
の
魅
力
へ
と

町
長

昨
年
の
第
２
回
定

例
会
に
お
い
て
「
商
工
会

と
し
て
も
中
小
企
業
・
小

規
模
企
業
振
興
条
例
に
対

す
る
十
分
な
内
部
議
論
と

理
解
が
必
要
と
い
う
認
識

に
立
っ
て
い
る
」
と
の
考

え
が
示
さ
れ
た
が
、
商
工

会
と
し
て
条
例
に
対
す
る

十
分
な
理
解
が
得
ら
れ
た

の
か
。

今
回
の
条
例
制
定

に
向
け
て
は
、
商
工
会
三

役
、
理
事
に
対
し
条
例
制

定
の
考
え
方
や
条
例
素
案

を
提
示
し
内
容
の
説
明
を

行
っ
た
。
そ
の
後
、
商
工

会
に
お
い
て
町
が
示
し
た

素
案
を
基
に
協
議
検
討
し
、

商
工
会
案
と
し
て
町
に
提

案
が
あ
っ
た
。

　

商
工
会
事
務
局
と
幾
度

と
な
く
協
議
を
進
め
条
例

案
を
策
定
し
た
と
こ
ろ
で

あ
り
、
商
工
会
に
お
い
て

は
条
例
に
対
す
る
理
解
が

得
ら
れ
て
い
る
と
認
識
し

て
い
る
。振

興
条
例
を
生
か

す
た
め
の
仕
掛
け
づ
く
り

が
必
要
に
な
る
と
考
え
る

が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の

考
え
は
。広

く
関
係
者
の
意

見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
の

協
議
機
関
を
設
置
し
、
町

が
総
合
的
な
施
策
を
策
定

し
実
施
す
る
た
め
に
的
確

な
情
報
発
信
や
政
策
提
言

を
受
け
る
と
と
も
に
、
中

小
企
業
・
小
規
模
企
業
に
対

す
る
施
策
が
一
貫
性
を
も
っ

て
展
開
さ
れ
る
よ
う
計
画
、

実
行
、
検
証
、
改
善
を
行
う

「
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
」
を

実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
認

識
し
て
い
る
。

こ
の
条
例
案
が
可

決
に
な
っ
た
場
合
、
ど
の

よ
う
な
形
で
町
民
に
広
報

し
て
い
く
の
か
。

条
例
制
定
を
機
に

今
後
策
定
、
実
施
さ
れ
る

施
策
が
、
地
域
経
済
の
活

性
化
や
商
店
街
の
に
ぎ
わ

い
、
町
民
生
活
向
上
に
つ

今
年
度
の
「
町
政

執
行
方
針
」
の
中
で
「
地

域
資
源
の
再
発
見
や
可
能

性
を
引
き
出
し
、
若
者
や

外
か
ら
み
て
も
興
味
関
心

が
湧
く
、
町
の
魅
力
づ
く

り
に
も
取
り
組
む
必
要
が

あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が

具
体
的
な
考
え
は
。

な
が
っ
て
い
く
こ
と
が
最

重
要
と
考
え
て
い
る
。
町

民
の
皆
さ
ま
が
条
例
に
関

心
を
持
ち
、
役
割
や
協
力
、

今
後
策
定
す
る
施
策
の
内

容
な
ど
を
理
解
い
た
だ
く

た
め
の
広
報
活
動
は
重
要

と
認
識
し
て
い
る
。

　

具
体
的
に
は
、
町
広
報

紙
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や

「
ま
ち
づ
く
り
推
進
会

議
」
、
商
工
業
者
の
皆
さ

ま
に
は
「
商
工
会
だ
よ

り
」
で
の
情
報
提
供
や
説

明
会
開
催
な
ど
、
商
工
会

と
一
体
と
な
り
進
め
た
い
。

本
町
は
基
幹
産
業

で
あ
る
農
業
の
持
続
的
発

展
と
付
加
価
値
を
高
め
る

こ
と
が
大
き
な
課
題
と
考

え
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な

地
域
資
源
の
あ
る
中
、
人

的
資
源
は
さ
る
こ
と
な
が

ら
、
土
、
圃ほ

じ
ょ
う場

、
農
業
技

術
な
ど
今
あ
る
貴
重
な
資

源
を
再
認
識
し
、
本
町
農

業
の
可
能
性
を
引
き
出
し
、

そ
の
価
値
を
活
用
し
て
い

く
方
策
を
見
い
だ
し
、
町

の
魅
力
へ
と
発
展
さ
せ
て

い
く
こ
と
が
重
要
と
考
え

て
い
る
。「

将
来
の
発
展
ビ

ジ
ョ
ン
を
町
民
と
共
有
し

合
い
な
が
ら
町
の
将
来
へ

と
つ
な
が
る
町
づ
く
り

を
」
と
述
べ
て
い
る
が
、

ど
の
よ
う
な
考
え
で
進
め

る
の
か
。町

の
将
来
を
築
い

て
い
く
に
当
た
っ
て
は
、

個
人
や
組
織
と
の
つ
な
が

り
を
形
成
し
、
意
味
付
け

や
価
値
観
を
共
有
し
、
戦

略
的
に
展
開
し
て
い
く
プ

ロ
セ
ス
を
重
ね
て
い
く
必

要
が
あ
る
。

　

そ
う
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス

を
重
ね
、
執
行
方
針
で
掲

げ
て
い
る
住
民
自
治
を
基

本
に
据
え
な
が
ら
、
町
民

が
主
役
と
な
る
訓
子
府
ら

し
い
自
治
の
仕
組
み
づ
く

り
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

工 藤 議 員

工
藤

町
長

工
藤

町
長

工
藤

町
長

工
藤

町
長

工
藤

町
長
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持
続
的
で
安
定
的
な
財
政
運
営
を
目
指
し
た
い

町
長

今
後
の
本
町
の
財
政
見
通
し
は

※
西
森
議
員
は
こ
の

他
に
「
生
ご
み
堆
肥

の
還
元
方
法
に
つ
い

て
」
の
質
問
を
し
ま

し
た
。

請願、陳情される方へ

　国や道、町などに意見や要望がある場合は、どなたでも請願書や陳

情書を議会に提出することができます。

　請願書や陳情書を提出される方は、書式例を町のホームページに掲

載しておりますので、参考に作成してください。

　分からないことがありましたら、議会事務局までお気軽にご相談

ください。

（http://www.town.kunneppu.hokkaido.jp/gikai/seigan.html）

議会事務局☎４７-２１８４へ

町
は
、
平
成
30
年

度
の
予
算
案
を
発
表
し
一

般
会
計
は
過
去
最
大
の

57
億
５
，
２
９
０
万
円
の

予
算
規
模
と
な
り
ま
す
。

要
因
は
、
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン

タ
ー
建
設
、
青
少
年
研
修

館
建
設
、
道
営
農
地
整
備

事
業
な
ど
が
主
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
ま
で
に
認
定
こ

ど
も
園
「
わ
く
わ
く
園
」

の
総
事
業
費
に
12
億
円
、

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
建
設

事
業
に
15
億
円
以
上
、
そ

の
他
中
規
模
、
小
規
模
施

設
も
老
朽
化
等
で
建
て
替

え
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
い

ず
れ
の
事
業
も
今
後
の
町

の
存
続
に
と
っ
て
必
要
不

可
欠
と
は
思
い
ま
す
が
将

来
の
町
の
姿
を
考
え
る
と

き
、
町
の
負
債
の
返
済
方

法
や
返
済
期
間
さ
ら
に
人

口
の
動
向
も
含
め
て
今
後

の
ま
ち
づ
く
り
へ
の
不
安

が
懸
念
さ
れ
ま
す
。
そ
こ

で
平
成
33
年
度
以
降
の
財

政
見
通
し
に
つ
い
て
伺
い

ま
す
。

平
成
30
年
度
末
の

公
債
残
高
の
状
況
に
つ
き

ま
し
て
は
、
52
億
８
，

１
３
３
万
円
の
見
込
み
と

な
っ
て
い
ま
す
。
起
債
借

入
に
際
し
ま
し
て
は
、
後

年
度
の
財
政
措
置
が
あ
る

も
の
を
優
先
し
、
過
疎
対

策
事
業
債
を
中
心
に
行
う

方
針
と
し
て
お
り
、
そ
の

返
済
は
最
大
で
３
年
の
元

金
償
還
措
置
、
12
年
償
還

と
な
っ
て
お
り
、
元
利
償

還
額
の
７
割
が
普
通
地
方

交
付
税
で
措
置
さ
れ
、
平

成
28
年
度
債
の
借
入
利
息

は
０
・
01
％
と
な
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
平
成
30
年

度
末
の
公
債
残
高
に
対
す

る
償
還
額
は
、
平
成
30
年

度
借
入
債
の
元
金
償
還
が

始
ま
る
平
成
34
年
度
で

６
億
１
，０
０
０
万
円
、
そ
の

う
ち
普
通
地
方
交
付
税
で
措

置
さ
れ
る
額
を
４
億
２
，

７
０
０
万
円
、
本
町
の
負
担

を
１
億
８
，
３
０
０
万
円
と

予
想
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
34
年
度
の
償
還
額

は
本
年
度
と
比
較
し
、

１
億
２
，
８
０
０
万
円
の

増
、
平
成
25
年
度
と
ほ
ぼ

同
額
の
水
準
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
大
型
事
業
が
続
く

こ
と
で
、
認
定
こ
ど
も
園

の
建
設
に
関
す
る
借
入
金

返
済
に
つ
い
て
は
１
年
据

え
置
き
の
６
年
償
還
と
し

平
成
33
年
度
に
は
そ
の
元

利
償
還
を
終
了
さ
せ
、
そ

の
翌
年
か
ら
ス
ポ
ー
ツ
セ

ン
タ
ー
建
設
事
業
債
の
元

金
償
還
が
始
ま
る
よ
う
大

型
事
業
の
元
金
償
還
が
重

複
し
な
い
よ
う
に
す
る
な

ど
、
公
債
費
負
担
が
単
年

度
会
計
に
大
き
な
負
荷
を

か
け
な
い
た
め
の
財
政
運

営
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。

　

し
か
し
、
今
後
は
図
書

館
整
備
事
業
、
老
朽
化
す

る
学
校
、
社
会
教
育
施
設

の
大
規
模
改
修
や
本
格
化

し
た
９
地
区
の
農
業
基
盤

整
備
事
業
な
ど
が
予
定
さ

れ
て
い
ま
す
の
で
、
特
定

財
源
の
確
保
、
大
型
事
業

実
施
に
向
け
た
計
画
的
な

基
金
造
成
や
費
用
対
効
果

を
含
め
た
事
業
の
取
捨
選

択
に
よ
る
財
政
健
全
化
と

町
民
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る

ま
ち
づ
く
り
と
の
均
衡
を

保
ち
な
が
ら
町
政
を
進
め

て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考

え
て
い
ま
す
。

　

人
口
減
少
の
影
響
が
大

き
い
普
通
地
方
交
付
税
を

は
じ
め
と
し
た
地
方
財
政

制
度
や
今
後
の
経
済
情
勢

な
ど
予
測
が
困
難
な
面
も

あ
り
ま
す
が
、
将
来
世
代

に
負
担
を
先
送
り
し
な
い

よ
う
、
持
続
的
で
安
定
的

な
財
政
運
営
を
目
指
し
て

い
き
ま
す
。

意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
の
協
議
機
関
を
設
置

町
長

振
興
条
例
を
生
か
す
た
め
の
考
え
は

町
の
魅
力
づ
く
り
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
考
え
は

本
町
農
業
の
可
能
性
を
町
の
魅
力
へ
と

町
長

西 森 議 員

西
森

町
長
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川 村 議 員 に 懲 罰

訓子府町議会基本条例が制定、施行されました

今
議
会
の
出
席
停
止

　

３
月
16
日
の
第
１
回
定
例
町
議
会
予
算
審
査

特
別
委
員
会
の
平
成
30
年
度
一
般
会
計
予
算
総

括
質
疑
の
際
、
川
村
議
員
が
個
人
に
対
す
る
不

穏
当
な
発
言
を
し
た
こ
と
か
ら
、
２
議
員
か
ら

懲
罰
動
議
が
上
原
議
長
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

３
月
19
日
の
本
会
議
冒
頭
、
懲
罰
動
議
を
議

題
と
し
、
懲
罰
特
別
委
員
会
（
委
員
長
・
余
湖

議
会
運
営
委
員
会
委
員
長
）
に
付
託
、
開
会
中

に
審
査
し
ま
し
た
。

　

懲
罰
委
員
会
で
は
、
「
個
人
を
罵
倒
す
る
言

葉
を
何
度
も
発
し
た
」
「
委
員
長
の
撤
回
要
求

を
２
度
も
拒
否
し
た
」
「
発
言
に
よ
っ
て
議

会
、
委
員
会
の
秩
序
を
乱
し
、
町
民
か
ら
の
議

会
へ
の
信
頼
が
失
墜
し
た
」
な
ど
の
理
由
か

ら
、
４
種
類
あ
る
懲
罰
の
う
ち
上
か
ら
２
番
目

に
重
い
「
出
席
停
止
」
の
懲
罰
を
科
す
こ
と
を

決
め
、
再
開
後
の
本
議
会
に
お
い
て
「
出
席
停

止
」
の
懲
罰
を
科
す
こ
と
を
全
会
一
致
で
議
決

し
ま
し
た
。

　本議会活性化特別委員会が、平成28年度から本格議論を行ってきた「訓子府町議
会基本条例」が、平成30年第１回定例町議会において、議員提案され可決しまし
た。４月１日から施行されています。
　基本条例制定に向けた本町議会の議論経過や先進地視察研修などについては、随
時議会だよりなどでお知らせしてきました。
　制定された基本条例は、制定までの経過や議会・議員の決意を示した前文と24の
条文から構成されています。
　条例は、本町議会の憲法ともいえるもので、議会・議員の役割、責務などを明文
化し、町民の皆さんに向けた情報公開の徹底、町民の皆さんからの意見・提言を受
ける場を今以上に確保しながら「より開かれた議会」を目指し、議員の資質向上を
図り、まちづくりへの政策提案へと結び付ける手段などを明記しています。
　条例は、制定することがまず第一歩で、これからさまざまな目標を達成していく
ために、着実に運用していくことが重要です。議会の責務を果たし、町とともに訓
子府町の持続的発展に向け、町民の皆さんのご協力等をよろしくお願いいたしま
す。
　基本条例の条文やその解説などを示したパンフレット「基本条例逐条解説」もこ
の議会だよりとともに配布させていただいていますので、内容はそちらをご覧くだ
さい。

現
段
階
で
条
例
化
に
よ
る
毎
年
支
給
は
考
え
て
い
な
い

町
長

福
祉
灯
油
の
支
給
を
条
例
化
で
き
な
い
か

定
住
促
進
団
地
の
家
賃
は
高
く
な
い
か

妥
当
な
水
準
と
思
っ
て
い
る

町
長

「
す
べ
て
の
町
民

に
や
さ
し
い
町
づ
く
り
」

を
掲
げ
る
町
長
だ
が
、

「
建
設
業
者
ば
か
り
に
利

益
が
い
き
、
町
民
に
は
何

も
し
て
い
な
い
」
と
の
声

が
聞
か
れ
る
。
誰
も
が
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
町
・
訓

子
府
に
す
る
た
め
、
福
祉

灯
油
の
制
度
を
条
例
化
し

毎
年
支
給
で
き
な
い
か
。

　

道
内
に
条
例
化
し
て
い

る
町
村
が
道
南
の
松
前
町
、

木
古
内
町
、
七
飯
町
の
３

町
と
聞
い
て
い
る
。

　

生
活
弱
者
と
言
わ
れ
る

方
々
は
、
欲
し
い
と
は
言

わ
な
い
、
下
さ
い
と
は
言

わ
な
い
。
し
か
し
知
ら
な

い
う
ち
に
役
場
が
助
成
し

て
く
れ
た
ら
う
れ
し
い
と

言
っ
て
い
る
。
条
例
化
で

き
な
い
も
の
か
。

昨
年
12
月
の
定
例

会
で
別
の
議
員
の
質
問
に

対
し
、
「
基
準
額
90
円
台

を
超
え
る
場
合
に
検
討
し
、

現
時
点
で
福
祉
灯
油
は
考

え
て
い
な
い
」
と
回
答
し

て
い
ま
す
。

　

今
後
季
節
的
に
灯
油
価

格
が
下
が
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
、
今
年
度
北
見
管
内

本
年
４
月
か
ら
入

居
開
始
さ
れ
る
２
棟
８
戸
の

民
間
提
案
型
住
宅
「
タ
ウ
ン

コ
ー
ト
」
の
家
賃
６
万
円
は

高
く
な
い
か
。
だ
れ
も
入
居

せ
ず
、
不
良
資
産
に
な
る
の

で
は
な
い
か
。

で
福
祉
灯
油
を
実
施
し
た

市
町
は
な
い
こ
と
を
確
認

し
て
お
り
、
今
年
度
の
実

施
に
は
至
ら
な
い
と
判
断

し
ま
し
た
。

　

来
年
度
以
降
も
、
現
段

階
で
は
条
例
化
な
ど
に
よ

る
毎
年
の
支
給
は
考
え
て

い
ま
せ
ん
が
、
今
後
も
灯

油
価
格
の
状
況
に
よ
り
、

そ
の
都
度
判
断
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

家
賃
決
定
に
当

た
っ
て
は
、
町
内
の
同
種
、

同
機
能
の
平
成
18
年
建
築

の
集
合
住
宅
の
一
月
当
た

り
の
家
賃
最
高
額
が
６
万

円
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら

定
め
ま
し
た
。

　

ま
た
北
見
市
内
で
は
新

築
物
件
が
９
万
円
、
平
成

24
年
建
築
の
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
の

物
件
が
７
万
８
，
０
０
０
円
、

津
別
町
内
で
は
６
万
５
，
０

０
０
円
と
の
情
報
も
聞
い
て

お
り
、
妥
当
な
水
準
と
思
っ

て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
完
成
し
た
定
住

促
進
住
宅
は
、
４
月
か
ら

運
用
が
始
ま
り
ま
す
。
議

員
の
言
わ
れ
る
不
良
資
産

に
な
ら
な
い
よ
う
維
持
管

理
、
運
営
に
努
め
ま
す
。

訓
子
府
高
校
前
の

定
住
促
進
住
宅
の
利
用
状

況
は
。

訓
高
旧
教
員
住
宅

３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
、
４
戸
に
つ
い

て
は
、
平
成
28
年
７
月
に

北
海
道
か
ら
購
入
し
、
床

の
張
り
替
え
や
石
油
ス

ト
ー
ブ
の
設
置
な
ど
、
必

要
な
修
繕
を
行
い
９
月
か

ら
入
居
募
集
を
行
っ
た
と

こ
ろ
で
す
。

　

年
度
途
中
で
あ
り
、
当

初
、
申
し
込
み
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
29
年
４

月
に
は
３
世
帯
が
入
居
、

翌
月
は
４
戸
全
て
が
入
居

し
た
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の

後
今
年
１
月
末
に
１
戸
が

退
居
し
た
た
め
、
現
在
、

広
報
等
で
入
居
募
集
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。

川 村 議 員

川
村

町
長

川
村

町
長

川
村

町
長
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付
託
、
開
会
中

に
審
査
し
ま
し
た
。

　

懲
罰
委
員
会
で
は
、
「
個
人
を
罵
倒
す
る
言

葉
を
何
度
も
発
し
た
」
「
委
員
長
の
撤
回
要
求

を
２
度
も
拒
否
し
た
」
「
発
言
に
よ
っ
て
議

会
、
委
員
会
の
秩
序
を
乱
し
、
町
民
か
ら
の
議

会
へ
の
信
頼
が
失
墜
し
た
」
な
ど
の
理
由
か

ら
、
４
種
類
あ
る
懲
罰
の
う
ち
上
か
ら
２
番
目

に
重
い
「
出
席
停
止
」
の
懲
罰
を
科
す
こ
と
を

決
め
、
再
開
後
の
本
議
会
に
お
い
て
「
出
席
停

止
」
の
懲
罰
を
科
す
こ
と
を
全
会
一
致
で
議
決

し
ま
し
た
。

　本議会活性化特別委員会が、平成28年度から本格議論を行ってきた「訓子府町議
会基本条例」が、平成30年第１回定例町議会において、議員提案され可決しまし
た。４月１日から施行されています。
　基本条例制定に向けた本町議会の議論経過や先進地視察研修などについては、随
時議会だよりなどでお知らせしてきました。
　制定された基本条例は、制定までの経過や議会・議員の決意を示した前文と24の
条文から構成されています。
　条例は、本町議会の憲法ともいえるもので、議会・議員の役割、責務などを明文
化し、町民の皆さんに向けた情報公開の徹底、町民の皆さんからの意見・提言を受
ける場を今以上に確保しながら「より開かれた議会」を目指し、議員の資質向上を
図り、まちづくりへの政策提案へと結び付ける手段などを明記しています。
　条例は、制定することがまず第一歩で、これからさまざまな目標を達成していく
ために、着実に運用していくことが重要です。議会の責務を果たし、町とともに訓
子府町の持続的発展に向け、町民の皆さんのご協力等をよろしくお願いいたしま
す。
　基本条例の条文やその解説などを示したパンフレット「基本条例逐条解説」もこ
の議会だよりとともに配布させていただいていますので、内容はそちらをご覧くだ
さい。

現
段
階
で
条
例
化
に
よ
る
毎
年
支
給
は
考
え
て
い
な
い

町
長

福
祉
灯
油
の
支
給
を
条
例
化
で
き
な
い
か

定
住
促
進
団
地
の
家
賃
は
高
く
な
い
か

妥
当
な
水
準
と
思
っ
て
い
る

町
長
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夕
張
の
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知
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始
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す
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感
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は
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事
進
行
は
思
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て
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た
よ
り
ス
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ズ
に
進
め
ら
れ

て
い
る
と
思
い
ま
し
た
。
逆
に
説
明
員
の
対
応
が
良
く
な

い
。
即
座
に
返
答
で
き
な
い
な
ら
後
で
す
る
と
い
う
よ
う

に
、
議
事
進
行
へ
の
配
慮
が
ほ
し
い
で
す
。

◆
議
会
に
望
む
こ
と
は
？

　

活
発
に
審
議
し
て
い
て
非
常
に
良
い
と
思
う
。
よ
り
一

層
努
力
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

た
だ
議
事
録
等
の
公
表
が
非
常
に
遅
い
。
も
う
少
し
早

く
知
り
た
い
の
で
な
ん
と
か
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
。

議
会
を
傍
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さ
れ
た
方
に

感
想
を
聞
い
て
み
ま
し
た

総務文教常任委員会（調査事項）

所管事務調査（原案可決）
　総務文教・産業建設の各常任委員会から、所管事務について、平成30年度閉会中も継続
調査ができるように議長に対し議決の願いがあり、可決しました。

①入札執行状況
②今後のまちづくり
③国民健康保険事業の運営（後期高齢者
医療制度含む）
④町税の収納及び賦課状況・滞納繰越・
不納欠損処理状況等（町営住宅使用料
は除く）
⑤各種福祉政策

⑥児童センターの運営
⑦各種予防業務の実施状況
⑧子育て支援センターの運営
⑨こども園の運営
⑩町営温水プールの維持管理
⑪図書館及びくんねっぷ歴史館の管理運営
⑫その他委員会の所管に関する事項

産業建設常任委員会（調査事項）
①農業振興
②畜産振興
③中小企業の振興
④堆肥供給センター
⑤温泉保養センターの管理運営
⑥町営及び町有住宅の維持管理
⑦建設及び土木工事の執行状況

⑧下水道事業の運営
⑨上水道事業の運営
⑩道路、河川の維持管理
⑪公園の管理状況
⑫町有林の維持管理
⑬その他委員会の所管に関する事項

平
成
3
0
年
第
１
回
定
例
会
　
賛
否
の
公
表
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
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成
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対
、停
：
停
止

※
上
原
議
員
は
議
長
の
た
め
裁
決
に
加
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

議
件
番
号

議
案
第
５
号

議
案
第
６
号

議
案
第
７
号

議
案
第
８
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９
号

議
案
第
1
0
号

議
案
第
1
1
号

議
案
第
1
2
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3
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4
号
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案
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1
5
号
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案
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6
号
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案
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1
7
号

議
案
第
1
8
号

議
案
第
1
9
号

議
案
第
2
0
号

議
案
第
2
1
号

議
案
第
2
2
号

議
案
第
2
3
号

議
案
第
2
4
号

議
案
第
2
5
号

議
案
第
2
6
号

議
案
第
2
7
号

議
案
第
2
8
号

議
案
第
2
9
号

議
案
第
3
0
号

議
案
第
3
1
号

―

議
　
　
　
　
　
　
件
　
　
　
　
　
　
名

平
成
2
9
年
度
訓
子
府
町
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
1
0
号
）

平
成
2
9
年
度
訓
子
府
町
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
2
号
）

平
成
2
9
年
度
訓
子
府
町
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
3
号
）

平
成
2
9
年
度
訓
子
府
町
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
2
号
）

平
成
2
9
年
度
訓
子
府
町
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
2
号
）

平
成
2
9
年
度
訓
子
府
町
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算（
第
1
号
）

平
成
3
0
年
度
訓
子
府
町
一
般
会
計
予
算

平
成
3
0
年
度
訓
子
府
町
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
予
算

平
成
3
0
年
度
訓
子
府
町
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
予
算

平
成
3
0
年
度
訓
子
府
町
介
護
保
険
特
別
会
計
予
算

平
成
3
0
年
度
訓
子
府
町
下
水
道
事
業
特
別
会
計
予
算

平
成
3
0
年
度
訓
子
府
町
水
道
事
業
会
計
予
算

町
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

訓
子
府
町
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

訓
子
府
町
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

訓
子
府
町
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
制
定

訓
子
府
町
中
小
企
業
・
小
規
模
企
業
振
興
条
例
の
制
定

町
道
路
線
の
廃
止

町
道
路
線
の
認
定

訓
子
府
町
議
会
基
本
条
例
の
制
定

訓
子
府
町
議
会
議
員
政
治
倫
理
条
例
の
制
定

訓
子
府
町
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
制
定

訓
子
府
町
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

オ
ホ
ー
ツ
ク
町
村
公
平
委
員
会
委
員
の
選
任

平
成
2
9
年
度
訓
子
府
町
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
1
1
号
）

所
管
事
務
調
査

結
果

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

余
湖 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

川
村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 停 停 停 停 停 停 停 停 停 停 停 停 停 停 停 停 停 停 停 ○ 停 停

西
森 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

堤 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

西
山 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

工
藤 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

須
河 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

河
端 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

山
田 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

上
原 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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◆
議
会
傍
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の
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、
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政
状
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を
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の
が
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ま
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で
す
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◆
傍
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し
た
感
想
は
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事
進
行
は
思
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た
よ
り
ス
ム
ー
ズ
に
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ら
れ

て
い
る
と
思
い
ま
し
た
。
逆
に
説
明
員
の
対
応
が
良
く
な

い
。
即
座
に
返
答
で
き
な
い
な
ら
後
で
す
る
と
い
う
よ
う

に
、
議
事
進
行
へ
の
配
慮
が
ほ
し
い
で
す
。

◆
議
会
に
望
む
こ
と
は
？

　

活
発
に
審
議
し
て
い
て
非
常
に
良
い
と
思
う
。
よ
り
一

層
努
力
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

た
だ
議
事
録
等
の
公
表
が
非
常
に
遅
い
。
も
う
少
し
早

く
知
り
た
い
の
で
な
ん
と
か
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
。

議
会
を
傍
聴
さ
れ
た
方
に

感
想
を
聞
い
て
み
ま
し
た

総務文教常任委員会（調査事項）

所管事務調査（原案可決）
　総務文教・産業建設の各常任委員会から、所管事務について、平成30年度閉会中も継続
調査ができるように議長に対し議決の願いがあり、可決しました。

①入札執行状況
②今後のまちづくり
③国民健康保険事業の運営（後期高齢者
医療制度含む）
④町税の収納及び賦課状況・滞納繰越・
不納欠損処理状況等（町営住宅使用料
は除く）
⑤各種福祉政策

⑥児童センターの運営
⑦各種予防業務の実施状況
⑧子育て支援センターの運営
⑨こども園の運営
⑩町営温水プールの維持管理
⑪図書館及びくんねっぷ歴史館の管理運営
⑫その他委員会の所管に関する事項

産業建設常任委員会（調査事項）
①農業振興
②畜産振興
③中小企業の振興
④堆肥供給センター
⑤温泉保養センターの管理運営
⑥町営及び町有住宅の維持管理
⑦建設及び土木工事の執行状況

⑧下水道事業の運営
⑨上水道事業の運営
⑩道路、河川の維持管理
⑪公園の管理状況
⑫町有林の維持管理
⑬その他委員会の所管に関する事項
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訓
子
府
町
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
予
算

平
成
3
0
年
度
訓
子
府
町
介
護
保
険
特
別
会
計
予
算

平
成
3
0
年
度
訓
子
府
町
下
水
道
事
業
特
別
会
計
予
算

平
成
3
0
年
度
訓
子
府
町
水
道
事
業
会
計
予
算

町
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

訓
子
府
町
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

訓
子
府
町
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

訓
子
府
町
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
制
定

訓
子
府
町
中
小
企
業
・
小
規
模
企
業
振
興
条
例
の
制
定

町
道
路
線
の
廃
止

町
道
路
線
の
認
定

訓
子
府
町
議
会
基
本
条
例
の
制
定

訓
子
府
町
議
会
議
員
政
治
倫
理
条
例
の
制
定

訓
子
府
町
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
制
定

訓
子
府
町
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

オ
ホ
ー
ツ
ク
町
村
公
平
委
員
会
委
員
の
選
任

平
成
2
9
年
度
訓
子
府
町
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
1
1
号
）

所
管
事
務
調
査

結
果

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

余
湖 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

川
村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 停 停 停 停 停 停 停 停 停 停 停 停 停 停 停 停 停 停 停 ○ 停 停

西
森 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

堤 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

西
山 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

工
藤 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

須
河 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

河
端 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

山
田 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

上
原 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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調査所見

（１）　入札執行状況については、今後も競争力を高める

ことに努めることを望むものである。

（２）　まちづくり推進会議については、その機能を発揮

できるように充実を図ることを望むものである。

　　　まちづくりパワーアップ特別対策事業については、

新規事業や地域コミュニティーへの支援として、そ

の成果が認められるところであり、今後とも事業の

継続、周知の徹底を望むものである。

　　　夜間町長室など広聴事業については、今後も継続

し幅広い町民からの意見聴取の場の確保を望むもの

である。

（３）　国民健康保険事業については、新制度の周知徹底

に努めるとともに、町民負担に配慮した事業の健全

な運営を望むものである。

（４）　税の収納状況については、職員の徴収努力により、

その成果が認められるところである。

　　　なお、税の公平性の原則から、滞納繰越額の縮減と

新たな滞納者抑制への取り組み継続を望むものであ

る。

（５）　各種福祉施策については、子ども医療費助成事業

の対象年齢拡大の効果が見られ、子育て支援事業と

して評価するものであり、今後も事業継続を望むも

のである。

　　　介護保険事業については、総合事業開始に伴い、要

支援１、２の方がこれまでどおりサービスを利用で

きるよう利用者の実態に十分配慮した対応を今後も

望むものである。

　　　認知症高齢者見守り事業については、今後も一層

重要な取り組みとなるため、その充実を求めるもの

である。

　　　高齢者ハイヤー利用サービス事業、路線バス高齢

者支援事業については、その効果が認められ、さらな

る利用者への周知と制度拡充の検討を望むものであ

る。

（６）　児童センターについては、子育て・教育面等におい

て大きな効果が認められ、今後とも利用者の声を生

かした施設としての充実に努めることを望むもので

ある。

（７）　各種予防業務の実施については、各種事業内容は

充実していると認められる。今後においてもＰＲの

工夫により、事業の重要性及び効果を町民に広く理

解してもらい、参加をより一層促進していくことを

望むものである。

（８）　子育て支援センターについては、子育て世代への

相談の場、母親などの交流・情報交換の場としての効

果が認められ、今後も事業の継続を望むものである。

（９）　こども園の運営については、異年齢教育・保育の効

果が見られる。引き続き、体制整備を含め運営に万全

を期すことを望むものである。

（10）　町営温水プールについては、町民へのスポーツの

普及と健康管理を目的とした事業の継続・推進によ

り、さらなる利用拡大を目指すことを望むものであ

る。

　　　また、事故防止に最善を尽くしながら、管理経費の

縮減のための工夫をさらに望むものである。

（11）　図書館の運営については、今後も図書の利用拡大

に向けた取り組みの継続を望むものである。

　　　歴史館の運営については、今後もこれまでの歴史

を収集した伝承資料の整備や活用などで、後世に残

す地道な取り組みを望むものである。

（12）　その他委員会の所管に関する事項

　①　地域担当職員制度については、地域とのパイプ役

としてその活動は定着してきており、その成果が認

められるところである。今後も地域と行政の距離を

縮めることを望むものである。

　②　要保護・準要保護児童・生徒就学援助及び奨学資金

貸付制度については、子どもの教育、学習機会を保障

するため、今後も継続しさらに充実を図ることを望

むものである。

　③　ふるさと納税については、今後も事業継続を望む

ものである。

　④　地域巡回講座については、一層のＰＲを含めて事

業の充実を望むものである。

　⑤　文化・芸術振興事業については、アート・タウン・プ

ロジェクト事業の一定の成果が認められるところで

ある。今後においては、既存芸術品の活用、町民参加

の仕組み作りを望むものである。

総務文教常任委員会産業建設常任委員会

各常任委員会所管事務調査

調査所見

（１）　農業振興については、今後もＴＰＰ等に関する国

内外の動向、情報を把握するとともに、その方向性に

十分注視しながら関係団体などと連携し、行政とし

て必要な取り組みを講じていくことを望むものであ

る。

　　　多面的機能支払交付金事業については、事業効果

は大いに評価するが、本事業で対応しきれない部分

への行政の検討を望むものである。

　　　訓子府農業の展望を見据えた農地流動化の検討を

望むとともに、担い手対策は、新規就農者支援事業及

び青年就農給付金事業などで就農した人が定着する

よう、関係機関と連携した政策の充実を図るなど、十

分な効果が発揮できるよう望むものである。

（２）　畜産振興については、酪農家の多様な経営形態に

応じた振興策を講じるようＪＡや関係団体と十分に

連携し、支援制度拡充に向け国などに対し強く求め

ていくことを望むものである。

　　　また、酪農家の安定経営にとって町営牧場の果た

す役割は大きいが、今後は牧場運営のあり方につい

て利用者との検討を進めることを望むものである。

（３）　中小企業の振興については、住環境リフォーム促

進事業や店舗出店等支援事業および店舗改修事業な

ど、その効果は大いに評価できる。

　　　就労助成金事業及び後継者育成助成金事業につい

ても同様に評価するものであるが、今後商工会とよ

り連携した事業の推進を望むものである。

（４）　堆肥供給センターについては、良質でさらに利用

者のニーズに応じた堆肥の供給を図るため、施設等

の適切な管理に努めることを望むものである。

（５）　温泉保養センターの運営については、今後も適切

な管理のもと維持管理経費の縮減に努めるとともに、

利用者拡大につなげていくことを望むものである。

（６）　町営住宅及び町有住宅の維持管理については、住

宅使用料の滞納額の解消への努力が認められる。

　　　また、今後も町営住宅及び町有住宅の有効活用を

図るとともに、多様な住宅ニーズに応じた対応の検

討を望むものである。

（７）　建築及び土木事業の執行については、今後とも財

政健全化の推進を図るとともに、計画的な公共工事

の執行を望むものである。

　　　さらに、スポーツセンター建設などの大型事業の

計画・実施に当たっては、今後も町民への情報提供を

図り、財源確保の努力を求めるものである。

（８）　下水道事業の運営については、引き続き施設の適

切な管理と計画的な整備を行いながら、機能維持に

努めていくことを望むものである。

（９）　上水道事業の運営については、安全で安定した水

道水の供給に万全を期すとともに、今後とも水資源

の有効活用のためにも有収率の向上に努めていくこ

とを求めるものである。

　　　さらに、老朽管の更新計画については、水道ビジョ

ンを基に財源確保や財政状況を見据え、計画的な推

進を望むものである。

（10）　道路・河川の維持については、災害などにより恒常

的に被災する箇所の解消が望まれるところである。

　　　また、道路・河川・橋梁などの改修に関わる財源の

確保のため、国などに対し引き続き制度拡充を求め

ていくことを望むものである。

（11）　公園の管理状況については、今後も遊具の日常点

検とあわせ樹木の適切な管理を図ることを望むもの

である。

　　　また、レクリエーション公園に関しては、町民の憩

いの場として利用も多く、今後においては公園とし

ての施設のあり方についての検討を望むものである。

　　　また、レクリエーション公園に関しては、アート・

タウン・プロジェクト事業の展開も含め、町民の憩い

の場としてより生かせるよう検討することを望むも

のである。

（12）　町有林の維持管理については、森林の持つ水源か

ん養を重視し、町の財産としてその価値を高めてい

くため、森林整備などに関わる財源確保を引き続き

国に対し求めていくとともに、関係機関と連携を図

り、適切な管理に努めていくことを望むものである。

　　　また、森林認証の活用・ＰＲなどにより、木材産業

活性化への施策の推進を図ることを求めるものであ

る。

（13）　その他委員会の所管に関する事項

　　　随意契約などの小規模工事の執行に当たっては、

今後も地元業者にも考慮しながら公平で公正な執行

を望むものである。

　　　公用車の管理状況については、機能性や維持管理

費、排ガス抑制に配慮し、更新に当たることを望むも

のである。
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（１）　入札執行状況については、今後も競争力を高める

ことに努めることを望むものである。

（２）　まちづくり推進会議については、その機能を発揮

できるように充実を図ることを望むものである。

　　　まちづくりパワーアップ特別対策事業については、

新規事業や地域コミュニティーへの支援として、そ

の成果が認められるところであり、今後とも事業の

継続、周知の徹底を望むものである。

　　　夜間町長室など広聴事業については、今後も継続

し幅広い町民からの意見聴取の場の確保を望むもの

である。

（３）　国民健康保険事業については、新制度の周知徹底

に努めるとともに、町民負担に配慮した事業の健全

な運営を望むものである。

（４）　税の収納状況については、職員の徴収努力により、

その成果が認められるところである。

　　　なお、税の公平性の原則から、滞納繰越額の縮減と

新たな滞納者抑制への取り組み継続を望むものであ

る。

（５）　各種福祉施策については、子ども医療費助成事業

の対象年齢拡大の効果が見られ、子育て支援事業と

して評価するものであり、今後も事業継続を望むも

のである。

　　　介護保険事業については、総合事業開始に伴い、要

支援１、２の方がこれまでどおりサービスを利用で

きるよう利用者の実態に十分配慮した対応を今後も

望むものである。

　　　認知症高齢者見守り事業については、今後も一層

重要な取り組みとなるため、その充実を求めるもの

である。

　　　高齢者ハイヤー利用サービス事業、路線バス高齢

者支援事業については、その効果が認められ、さらな

る利用者への周知と制度拡充の検討を望むものであ

る。

（６）　児童センターについては、子育て・教育面等におい

て大きな効果が認められ、今後とも利用者の声を生

かした施設としての充実に努めることを望むもので

ある。

（７）　各種予防業務の実施については、各種事業内容は

充実していると認められる。今後においてもＰＲの

工夫により、事業の重要性及び効果を町民に広く理

解してもらい、参加をより一層促進していくことを

望むものである。

（８）　子育て支援センターについては、子育て世代への

相談の場、母親などの交流・情報交換の場としての効

果が認められ、今後も事業の継続を望むものである。

（９）　こども園の運営については、異年齢教育・保育の効

果が見られる。引き続き、体制整備を含め運営に万全

を期すことを望むものである。

（10）　町営温水プールについては、町民へのスポーツの

普及と健康管理を目的とした事業の継続・推進によ

り、さらなる利用拡大を目指すことを望むものであ

る。

　　　また、事故防止に最善を尽くしながら、管理経費の

縮減のための工夫をさらに望むものである。

（11）　図書館の運営については、今後も図書の利用拡大

に向けた取り組みの継続を望むものである。

　　　歴史館の運営については、今後もこれまでの歴史

を収集した伝承資料の整備や活用などで、後世に残

す地道な取り組みを望むものである。

（12）　その他委員会の所管に関する事項

　①　地域担当職員制度については、地域とのパイプ役

としてその活動は定着してきており、その成果が認

められるところである。今後も地域と行政の距離を

縮めることを望むものである。

　②　要保護・準要保護児童・生徒就学援助及び奨学資金

貸付制度については、子どもの教育、学習機会を保障

するため、今後も継続しさらに充実を図ることを望

むものである。

　③　ふるさと納税については、今後も事業継続を望む

ものである。

　④　地域巡回講座については、一層のＰＲを含めて事

業の充実を望むものである。

　⑤　文化・芸術振興事業については、アート・タウン・プ

ロジェクト事業の一定の成果が認められるところで

ある。今後においては、既存芸術品の活用、町民参加

の仕組み作りを望むものである。

総務文教常任委員会産業建設常任委員会

各常任委員会所管事務調査

調査所見

（１）　農業振興については、今後もＴＰＰ等に関する国

内外の動向、情報を把握するとともに、その方向性に

十分注視しながら関係団体などと連携し、行政とし

て必要な取り組みを講じていくことを望むものであ

る。

　　　多面的機能支払交付金事業については、事業効果

は大いに評価するが、本事業で対応しきれない部分

への行政の検討を望むものである。

　　　訓子府農業の展望を見据えた農地流動化の検討を

望むとともに、担い手対策は、新規就農者支援事業及

び青年就農給付金事業などで就農した人が定着する

よう、関係機関と連携した政策の充実を図るなど、十

分な効果が発揮できるよう望むものである。

（２）　畜産振興については、酪農家の多様な経営形態に

応じた振興策を講じるようＪＡや関係団体と十分に

連携し、支援制度拡充に向け国などに対し強く求め

ていくことを望むものである。

　　　また、酪農家の安定経営にとって町営牧場の果た

す役割は大きいが、今後は牧場運営のあり方につい

て利用者との検討を進めることを望むものである。

（３）　中小企業の振興については、住環境リフォーム促

進事業や店舗出店等支援事業および店舗改修事業な

ど、その効果は大いに評価できる。

　　　就労助成金事業及び後継者育成助成金事業につい

ても同様に評価するものであるが、今後商工会とよ

り連携した事業の推進を望むものである。

（４）　堆肥供給センターについては、良質でさらに利用

者のニーズに応じた堆肥の供給を図るため、施設等

の適切な管理に努めることを望むものである。

（５）　温泉保養センターの運営については、今後も適切

な管理のもと維持管理経費の縮減に努めるとともに、

利用者拡大につなげていくことを望むものである。

（６）　町営住宅及び町有住宅の維持管理については、住

宅使用料の滞納額の解消への努力が認められる。

　　　また、今後も町営住宅及び町有住宅の有効活用を

図るとともに、多様な住宅ニーズに応じた対応の検

討を望むものである。

（７）　建築及び土木事業の執行については、今後とも財

政健全化の推進を図るとともに、計画的な公共工事

の執行を望むものである。

　　　さらに、スポーツセンター建設などの大型事業の

計画・実施に当たっては、今後も町民への情報提供を

図り、財源確保の努力を求めるものである。

（８）　下水道事業の運営については、引き続き施設の適

切な管理と計画的な整備を行いながら、機能維持に

努めていくことを望むものである。

（９）　上水道事業の運営については、安全で安定した水

道水の供給に万全を期すとともに、今後とも水資源

の有効活用のためにも有収率の向上に努めていくこ

とを求めるものである。

　　　さらに、老朽管の更新計画については、水道ビジョ

ンを基に財源確保や財政状況を見据え、計画的な推

進を望むものである。

（10）　道路・河川の維持については、災害などにより恒常

的に被災する箇所の解消が望まれるところである。

　　　また、道路・河川・橋梁などの改修に関わる財源の

確保のため、国などに対し引き続き制度拡充を求め

ていくことを望むものである。

（11）　公園の管理状況については、今後も遊具の日常点

検とあわせ樹木の適切な管理を図ることを望むもの

である。

　　　また、レクリエーション公園に関しては、町民の憩

いの場として利用も多く、今後においては公園とし

ての施設のあり方についての検討を望むものである。

　　　また、レクリエーション公園に関しては、アート・

タウン・プロジェクト事業の展開も含め、町民の憩い

の場としてより生かせるよう検討することを望むも

のである。

（12）　町有林の維持管理については、森林の持つ水源か

ん養を重視し、町の財産としてその価値を高めてい

くため、森林整備などに関わる財源確保を引き続き

国に対し求めていくとともに、関係機関と連携を図

り、適切な管理に努めていくことを望むものである。

　　　また、森林認証の活用・ＰＲなどにより、木材産業

活性化への施策の推進を図ることを求めるものであ

る。

（13）　その他委員会の所管に関する事項

　　　随意契約などの小規模工事の執行に当たっては、

今後も地元業者にも考慮しながら公平で公正な執行

を望むものである。

　　　公用車の管理状況については、機能性や維持管理

費、排ガス抑制に配慮し、更新に当たることを望むも

のである。
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と
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き
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芳
惠

議会の主なうごき

高知県津野町交流事業「小学
生の交換留学生」歓迎セレモ
ニー（議長）
さむさむまつり（議長）
議会運営委員会
第１回臨時議会
町への議会基本条例の説明
（正副議長）
訓子府町社会福祉協議会理
事会（議長）
老連ハッピーボウリング大
会（議長）
高知県津野町交流事業「小学
生の交換留学生」離町式（議
長）
オホーツク町村議会議長会
定期総会（遠軽町：議長）
全員協議会
新党大地代表鈴木宗男新年
交礼会（議長）
議会運営委員会
産業建設常任委員会
総務文教常任委員会

武部新訓子府後援会「国政報
告会」（議長）
高齢者叙勲伝達立会（議長）

訓子府高等学校卒業証書授
与式（議長）
認定こども園「わくわく園」
お楽しみ会（議長）
第１回定例会
民間提案型住宅内覧
議会運営委員会
議会運営委員会
訓子府中学校卒業式（正副議
長、総文委員）
教育委員会学校管理職送別
会（議長）
議会広報特別委員会
議会活性化特別委員会
訓子府小学校卒業式（正副議
長、総文委員）
認定こども園「わくわく園」
卒園式（正副議長、総文委員）
居武士小学校卒業式（正副議
長、総文委員）

老人芸能大会

農業担い手カップル激励会（議長）
認定こども園「わくわく園」
入園式（正副議長、総文委員）
訓子府小学校入学式（議長、
総文委員）
居武士小学校入学式（副議
長、総文委員）
訓子府中学校入学式（正副議
長、総文委員）
春の全国交通安全運動街頭指導
訓子府高等学校入学式（議長）
議会広報特別委員会
訓子府町交通安全協会定期
総会（議長）
農業担い手対策推進協議会
総会（議長）
議会広報特別委員会
訓子府町産業観光振興協議会定
期総会（正副議長、産建委員長）
新生紀森林組合通常総会（議長）
商工会青年部総会（議長）
㈲訓子府新報株主総会(議長)
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５日

６日

８日

15日
18日

21日
23日

25日

28日

１日

３日
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23日

29日

３日
４日

６日

6～13日
９日
10日
11日

12日

13日
16日

18日
21日
27日

４月
２月

３月

議会広報特別委員会

委 員 長

副委員長

委　　員

山田日出夫

堤　三樹磨　

余湖　龍三
川村　　進
西森　信夫
西山由美子
工藤　弘喜
須河　　徹
河端　芳惠

議　　長

上原　豊茂
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よ
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第
１
９
７
号

２
０
１
８
年
（
平
成　

年
）
５
月
１
日
発
行
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青
い
空
に
鯉
の
ぼ
り
が

気
持
ち
良
さ
そ
う
に
泳
ぎ

畑
で
は
、
ト
ラ
ク
タ
ー
の

エ
ン
ジ
ン
音
が
響
き
、
春

た
け
な
わ
で
す
。

　

今
年
度
は
、
議
員
の
任

期
最
後
の
年
で
す
。
３
月

定
例
会
で
制
定
し
た
「
議

会
基
本
条
例
」
を
生
か
し

町
民
の
皆
さ
ま
に
し
っ
か

り
向
き
合
い
、
信
頼
さ
れ

る
議
会
に
な
る
よ
う
、
よ

り
一
層
努
力
し
ま
す
。

　

「
住
ん
で
い
て
良
か
っ

た
。
訓
子
府
最
高
！
」
と

思
え
る
よ
う
な
ま
ち
づ
く

り
を
町
民
の
皆
さ
ま
と
一

緒
に
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

□
２
月
５
日
（
月
）

○　

第
１
回
臨
時
会
の
運

営
方
法
に
つ
い
て
協

議
を
行
っ
た
。

□
２
月
21
日
（
水
）

　

３
月
12
日
（
月
）
・
３

　

月
14
日
（
水
）

○　

第
１
回
定
例
会
の
運

営
方
法
に
つ
い
て
協

議
を
行
っ
た
。

□
２
月
23
日
（
金
）

○　

第
１
回
定
例
会
に
お

け
る
議
案
の
審
査
を

行
っ
た
。

□
２
月
23
日
（
金
）

○　

第
１
回
定
例
会
に
お

け
る
議
案
の
審
査
を

行
っ
た
。

□
３
月
19
日
（
月
）

○
　

「
議
会
だ
よ
り
」

１
９
６
号
の
問
題
提
起
、

次
号
の
掲
載
予
定
記
事

の
確
認
を
行
っ
た
。

□
３
月
27
日
（
火
）

○　

第
１
回
定
例
会
で
の

一
般
質
問
の
原
稿
等

を
確
認
し
た
。

□
４
月
10
日
（
火
）
・
13

　

日
（
金
）

○　

「
議
会
だ
よ
り
」
第

１
９
７
号
の
確
認
作

業
を
行
っ
た
。

議
会
運
営
委
員
会

総
務
文
教
常
任
委
員
会

産
業
建
設
常
任
委
員
会

議
会
広
報
特
別
委
員
会


